
兩
宋
閒
の
政
治
空
閒
の
變
�
に
つ
い
て

︱
︱
魏
了
�
﹁
應
詔
封
事
﹂
を
手
が
か
り
と
し
て
︱
︱

�

田

茂

樹

問
題
の
�
在

一
．
宋
代
の
御
�
會
議
の
特
	

二
．
兩
宋
閒
に
お
け
る
政
治
空
閒
の
變
�

結

語

問
題
の
�
在

宋
代


硏
究
者
の
立
場
か
ら
︑
�

代
中
國
社
會
の
變
�
が
ど
の
よ
う
に
起
こ
る
の
か
と
い
う
命
題
に
對
し
︑
二
つ
の
方
向
を
設
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒
第
一
は
マ
ク
ロ
�
な
觀
點
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
︑
政
治
シ
ス
テ
ム
も
し
く
は
經
濟
シ
ス
テ
ム
の
變
�
と
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
に

焦
點
を
定
め
る
方
向
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
マ
ル
ク
ス
︑
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
る
唯
物


觀
に
お
い
て
は
︑
生
產
關
係
の
變
�
に
基
づ
き
世
界
の
社

會
は
古
代
奴
隸
制
︑
中
世
農
奴
制
︑

代
�
本
制
と
い
う
同
一
の
發
展
段
階
を
u
る
と
さ
れ
る(1

)
︒
ま
た
︑
日
本
の
中
國


硏
究
會
が
提
唱
す
る

﹁
專
制
國
家
論
﹂
に
お
い
て
は
秦
漢
�
國
成
立
か
ら
淸
�
解
體
ま
で
︑
廣
鋭
な
自
營
小
農
民
の
存
在
と
皇
�
に
權
力
を
集
中
す
る
國
家
體
制
が

一
貫
し
て
維
持
さ
れ
︑
大
き
な
變
�
が
無
か
っ
た
と
�
張
さ
れ
る(2

)
︒
こ
の
他
︑
日
本
の
學
界
に
お
い
て
は
︑
時
代
區
分
論
の
�
力
な
學
說
と
し
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て
內
�
湖
南
︑
宮
崎
市
定
兩
氏
が
提
唱
さ
れ
た
﹁
�
宋
變
革
論
﹂
が
存
在
し
て
い
る
︒
�
か
ら
宋
に
か
け
て
政
治
︑
經
濟
︑
社
會
︑
�
�
の
あ

ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
大
き
な
變
�
が
あ
っ
た
と
す
る
考
え
方
で
あ
り
︑
政
治
に
お
い
て
は
�
代
の
貴
族
政
治

(
皇
�
と
貴
族
の
協
議
體
)
か
ら
宋

代
の
君
�
獨
裁
政
治

(高
度
に
發
�
し
た
中
央
集
權
�
官
僚
制
に
基
づ
き
皇
�
が
�
 
�
な
決
裁
を
行
う
體
制
)
へ
と
移
行
し
た
と
さ
れ
る
︒
ま
た
︑


年
は
﹁
兩
宋
劃
!
論
﹂︑﹁
宋
元
"
移
行
論
﹂︑﹁
"
末
淸
初
劃
!
論
﹂
な
ど
�
か
ら
宋
へ
の
變
�
に
加
え
て
︑
北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
の
變

�
︑
あ
る
い
は
宋
元
"
の
移
行
!
を
經
て
"
末
淸
初
の
劃
!
へ
と
展
開
し
て
い
く
と
い
っ
た
#
段
階
に
も
わ
た
る
時
代
の
變
�
に
目
を
向
け
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る(3

)
︒
何
れ
も
政
治
︑
經
濟
と
い
っ
た
大
き
な
シ
ス
テ
ム
の
變
�
に
着
目
し
た
考
え
方
で
あ
る
︒

筆
者
が
$
圖
す
る
﹁
政
治
シ
ス
テ
ム
﹂
と
は
民
政
︑
財
政
︑
軍
政
︑
%
&
な
ど
の
諸
々
の
下
位
シ
ス
テ
ム
を
(
括
す
る
瓜
合
體
で
あ
り
︑
假

に
宋
代
に
お
け
る
﹁
政
治
シ
ス
テ
ム
﹂
の
變
�
を
"
ら
か
に
す
る
と
い
う
命
題
を
設
定
し
た
場
合
︑
北
宋
の
中
央
集
權
�
官
僚
體
制
の
下
︑

﹁
西
北
邊

(軍
)
︱
︱
中
原
の
都

(政
治
)
︱
︱
長
江
下
液

(財
源
)
﹂
を
聯
結
す
る
廣
大
な
國
家
物
液
シ
ス
テ
ム
を
基
軸
に
展
開
し
た
﹁
開
封
シ

ス
テ
ム
﹂
と
︑
北
中
國
を
奪
わ
れ
た
結
果
︑
江
南
の
地
方
政
權
︑
別
の
表
現
を
す
れ
ば
狹
い
領
域
で
の
軍
事
︑
政
治
︑
經
濟
の
緊
密
な
聯
關
か

ら
成
り
立
つ
南
宋
の
﹁
杭
州
シ
ス
テ
ム
﹂
へ
の
變
�
と
い
う
捉
え
方
を
提
起
す
る
こ
と
も
可
能
と
思
わ
れ
る(4

)
︒
例
え
ば
︑
南
宋
に
お
い
て
は
︑

總
領
�
・
都
督
府
・
宣
撫
司
・
制
置
司
な
ど
數
路
に
わ
た
り
︑
地
方
の
軍
事
︑
財
政
を
瓜
括
し
た
官
僚
機
*
が
出
現
し
︑
北
宋
の
路
官
以
上
の

大
き
な
權
力
を
保
持
す
る
︑
い
わ
ば
分
權
�
な
*
+
が
出
現
す
る
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
�
と
し
て
�
書
傳
�
シ
ス
テ
ム
の
觀
點
か
ら
分
析

し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
︑
今
回
は
指
摘
に
と
ど
め
︑
こ
れ
以
上
は
言
,
し
な
い
こ
と
と
す
る(5

)
︒

第
二
は
ミ
ク
ロ
�
な
變
�
を
探
究
す
る
方
向
で
あ
る
︒
短
!
閒
に
お
い
て
は
マ
ク
ロ
�
な
政
治
シ
ス
テ
ム
あ
る
い
は
經
濟
シ
ス
テ
ム
の
變
�

は
想
定
し
に
く
い
が
︑
何
ら
か
の
變
�
を
見
出
し
︑
議
論
す
る
こ
と
も
重
-
な
課
題
と
い
え
る
︒
例
え
ば
︑
政
治
の
變
�
と
い
う
問
題
を
考
え

て
み
よ
う
︒
ア
メ
リ
カ
の
政
治
學
者
ハ
ロ
ル
ド
・
ド
ワ
イ
ト
・
ラ
ス
ウ
ェ
ル

(
H
a
ro
ld
D
w
ig
h
t
L
a
ssw
e
ll)
は
權
力
の
行
使
さ
れ
る
社
會
關
係

を
政
治
と
呼
び
︑
政
治
を
動
態
�
觀
點
か
ら
捉
え
た
場
合
︑
そ
れ
は
﹁
誰
が
︑
何
を
︑
い
つ
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
る
の
か
﹂
に
あ
る

と
す
る
︒
こ
れ
は
︑
政
治
を
具
體
�
な
�
體
︑
時
閒
︑
空
閒
︑
手
段
と
い
っ
た
も
の
の
多
樣
な
關
係
か
ら
な
る
︑
*
+
�
觀
點
か
ら
捉
え
よ
う
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と
す
る
硏
究
=
勢
を
示
し
て
い
る(6

)
︒
こ
の
觀
點
に
基
づ
き
政
治
の
變
�
を
考
察
す
る
場
合
︑
皇
�
と
官
僚
閒
の
關
係
性
の
變
�
︑
あ
る
い
は
皇

�
權
力
と
深
く
關
わ
る
政
策
決
定
方
式
の
變
�
と
い
っ
た
も
の
が
課
題
と
な
り
う
る
︒

宋
代
の
政
策
決
定
方
式
を
考
え
る
場
合
︑
宰
相
︑
執
政
を
中
心
に
政
策
を
立
案
︑
審
議
す
る
場
と
皇
�
が
そ
の
立
案
︑
審
議
を
>
け
裁
決
を

行
う
場
の
二
つ
の
政
治
空
閒
を
視
野
に
入
れ
る
必
-
が
あ
る
︒
內
�
湖
南
︑
宮
崎
市
定
兩
氏
が
提
唱
し
た
﹁
君
�
獨
裁
政
治
﹂
論
は
後
者
に
重

心
を
置
い
て
論
じ
た
考
え
方
と
も
言
え
る
︒
そ
れ
は
宮
崎
の
﹁
こ
の
樣
に
極
め
て
多
面
�
に
官
僚
に
直
接
接
觸
す
る
の
が
宋
代
以
後
の
天
子
の

特
質
で
あ
り
︑
天
子
の
獨
裁
權
も
必
然
�
に
そ
こ
か
ら
發
生
し
完
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
﹂
(﹁
宋
代
官
制
序
說

︱
︱
宋


職
官
志
を
如

何
に
讀
む
べ
き
か
︱
︱
﹂﹃
宋


職
官
志
索
引
﹄
同
@
舍
︑
一
九
六
三
年
)
と
述
べ
る
一
�
に
端
�
に
表
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
北
宋
末
頃
よ
り
絕
え
閒

な
く
專
權
宰
相
が
出
現
す
る
現
象
に
目
を
向
け
︑
宋
代
は
宰
相
權
力
が
強
�
さ
れ
た
時
代
だ
と
す
る
考
え
方
も
存
在
し
て
い
る(7

)
︒
兩
者
は
一
見

相
反
す
る
考
え
方
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
︑
如
上
の
整
理
が
正
し
け
れ
ば
︑﹁
君
�
獨
裁
政
治
﹂
論
と
い
う
の
は
マ
ク
ロ
�
な
政
治
シ
ス
テ

ム
の
變
�
に
目
を
向
け
た
も
の
で
あ
り
︑
宰
相
權
の
強
�
あ
る
い
は
專
權
宰
相
の
絕
え
閒
な
い
出
現
と
い
う
現
象
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
ミ
ク

ロ
�
な
政
治
の
變
�
の
問
題
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
今
回
の
論
�
に
お
い
て
は
ミ
ク
ロ
�
な
政
治
の
變
�
︑
具
體
�
に
は
政
治
空
閒
の

變
�
と
い
う
觀
點
か
ら
︑
兩
者
を
整
合
�
に
解
釋
す
る
私
見
を
提
示
し
て
み
た
い
と
思
う
︒

一
．

宋
代
の
御
�
會
議
の
特
	

本
論
�
で
は
政
治
空
閒
の
分
析
に
﹁
御
�
會
議
﹂
と
言
う
用
語
を
使
用
す
る
︒
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
︑
宋
代
に
お
い
て
御
�
會

議
と
い
う
用
語
は
使
用
さ
れ
な
い
︒
當
時
の
用
語
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
﹃
宋
會
-
輯
稿
﹄
儀
制
一
に
﹁
垂
拱
殿
視
�
﹂
と
い
う
項
目
が
立
て

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
視
�
﹂
と
い
う
用
語
が
�
B
と
言
え
る(8

)
︒
ま
た
︑
筆
者
は
か
つ
て
官
僚
が
皇
�
の
面
�
で
直
接
$
見
を
申
し
上
げ
る

制
度
で
あ
る
﹁
對
﹂
と
い
う
用
語
に
着
目
し
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
り

(﹁
宋
代
政
治
*
+
試
論
︱
︱
對
と
議
を
手
掛
か
り
と
し

て
︱
︱
﹂
(﹃
東
洋


硏
究
﹄
第
五
二
卷
第
四
號
︑
一
九
九
四
年
)
︑﹁
對
﹂﹁
議
﹂
と
い
っ
た
宋
代
に
頻
出
す
る
用
語
か
ら
解
き
"
か
す
こ
と
も
�
力
な
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方
法
で
あ
る
︒

今
回
︑
御
�
會
議
と
い
う
用
語
を
わ
ざ
わ
ざ
用
い
た
理
由
は
︑
皇
�
の
面
�
で
官
僚
と
皇
�
が
直
接
や
り
と
り
を
す
る
光
景
が
︑
當
時
の
政

治
空
閒
の
特
	
を
端
�
に
表
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る(9

)
︒
日
本
で
行
わ
れ
た
實
例
と
し
て
C
か
ぶ
も
の
に
︑
聯
合
軍
側
の
出
し
た
ポ
ツ

ダ
ム
宣
言
を
>
諾
す
る
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
天
皇
の
面
�
で
一
九
四
五
年
八
D
九
日
︑
八
D
十
四
日
の
二
度
に
わ
た
っ
て
御
�
會
議
が
開

か
れ
︑
日
本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
>
け
入
れ
る
こ
と
を
決
定
し
︑
八
D
十
五
日
に
 
戰
を
E
え
る
こ
と
と
な
っ
た
會
議
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る(
10
)

︒
日
本
語
に
お
け
る
御
�
會
議
と
は
﹁
"
治
憲
法
下
で
︑
國
家
の
重
大
な
緊
G
事
件
に
お
い
て
︑
天
皇
出
席
の
も
と
に
︑
重
臣
・
大
臣
な
ど

が
催
す
會
議
﹂
(﹃
廣
辭
苑
﹄
第
六
版
︑
二
〇
〇
八
年
)
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
昭
和
に
開
か
れ
た
御
�
會
議
の
回
數
は
天
皇
が
立
憲
君
�
と
い
う
立

場
に
あ
っ
た
た
め
必
ず
し
も
多
く
は
な
か
っ
た
が
︑
中
國
の
皇
�
專
制
下
に
お
け
る
政
治
に
お
い
て
は
御
�
會
議
が
政
策
決
定
の
重
-
な
役
割

を
な
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
ま
た
︑
皇
�
と
官
僚
と
の
直
接
接
觸
の
機
會
と
し
て
は
︑﹁
視
�
﹂
に
加
え
て
︑﹁
經
筵
留
對
﹂︑

﹁
�
苑
夜
對
﹂
な
ど
の
各
種
の
﹁
對
﹂
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
お
り(11

)
︑
こ
う
し
た
も
の
も
含
め
て
︑
皇
�
の
面
�
で
官
僚
と
皇
�

と
が
繰
り
廣
げ
る
對
話
と
し
て
の
廣
義
の
御
�
會
議
の
問
題
を
檢
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い(12

)
︒

宋
代
の
御
�
會
議
の
特
	
に
つ
い
て
鯵
單
に
觸
れ
て
お
く
︒
李
攸
﹃
宋
�
事
實
﹄
卷
三
︑﹁
I
學(13

)
﹂
に
︑

眞
宗
卽
位
す
る
や
︑
每
旦
�
殿
に
御
す
︒
中
書
・
樞
密
院
・
三
司
・
開
封
府
・
審
𠛬
院
,
び
L
對
官
M
を
以
て
奏
事
す
︒
辰
後
︑
宮
に
入

り
て
食
を
尚め

す
︒
少し
ば

時ら
く

し
て
︑
後
殿
に
出
坐
し
武
事
を
閱
す
︒
日
中
に
至
り
罷
む
︒
夜
は
則
ち
侍
讀
・
侍
T
學
士
に
傳
し
て
政
事
を
詢
問

し
︑
或
い
は
夜
分
に
至
り
て
宮
に
U
る
︒
其
の
後
以
て
常
と
爲
す
︒

と
す
る


料
が
殘
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
後
で
論
ず
る
﹁
分
班
奏
事
﹂
(
#
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
順
M
︑
上
奏
を
行
う
方
式
)
に
よ
る
も
の

で
あ
り
︑
長
官
︑
副
長
官
を
一
括
り
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
皇
�
の
面
�
に
赴
き
︑
政
治
に
つ
い
て
討
議
を
行
う
方
式

で
あ
る
︒
從
っ
て
︑
御
�
會
議
の
場
そ
れ
自
體
に
限
れ
ば
︑﹁
百
官
起
居
﹂
な
ど
の
よ
う
な
皇
�
の
面
�
に
百
官
が
居
竝
ぶ
光
景
を
想
宴
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
︒
ま
た
︑
班
數
に
つ
い
て
は
︑
北
宋
�
V
は
﹁
五
班
﹂︑
後
V
か
ら
は
﹁
二
班
﹂
と
な
り
︑
M
第
に
宰
執
を
中
心
と
し
た
官
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僚
層
が
皇
�
と
の
﹁
對
﹂
を
行
え
る
機
會
は
限
定
さ
れ
て
い
く
︒
ま
た
﹁
對
﹂
の
頻
度
か
ら
す
れ
ば
(1
)
宰
執

(
百
官
の
長
と
し
て
必
ず
﹁
五

班
﹂﹁
二
班
﹂
の
枠
內
に
入
る
と
共
に
︑
他
の
官
僚
に
は
基
本
�
に
與
え
ら
れ
な
い
御
�
會
議
後
︑
特
定
の
宰
執
が
殘
り
皇
�
と
$
見
を
%
わ
す
﹁
留
身
獨
對
﹂

の
權
限
も
與
え
ら
れ
て
い
た
)
︑
(2
)
尙
書
六
曹
あ
る
い
は
臺
諫

(
尙
書
六
曹
は
�
-
部
局
の
責
任
者
と
し
て
︑﹁
宰
執
﹂
に
M
ぐ
﹁
對
﹂
の
機
會
を
與
え
ら

れ
て
い
た
︒
一
方
︑
臺
諫
は
行
政
府
に
對
し
批
Y
を
行
う
﹁
言
路
﹂
の
官
と
し
て
﹁
尙
書
六
曹
﹂
に
Z
敵
す
る
﹁
對
﹂
の
機
會
を
與
え
ら
れ
︑﹁
二
班
﹂
の
時
代

と
な
っ
て
も
﹁
公
事
﹂
と
い
う
觀
點
か
ら
優
先
�
に
﹁
對
﹂
を
[
め
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
)
︑
(3
)
侍
從
あ
る
い
は
經
筵

(侍
從
は
﹁
論
思
獻
\
﹂
を
行

う
皇
�
の
]
問
役
と
し
て
︑
(1
)
(2
)
に
M
ぐ
對
の
權
限
を
與
え
ら
れ
た
︒
そ
の
他
︑
經
筵
 
了
後
︑
特
定
の
經
筵
官
を
殘
し
﹁
對
﹂
を
行
う
﹁
經
筵
留
對
﹂

や
夜
分
に
宿
直
し
て
い
る
�
林
學
士
や
經
筵
官
を
內
殿
に
呼
ぶ
﹁
�
苑
夜
對
﹂
な
ど
も
行
わ
れ
た
)
︑
(4
)
地
方
大
官
の
﹁
入
辭
︑
入
見
︑
入
謝
﹂
(
路
の

長
官
ク
ラ
ス
と
重
-
な
州
の
長
官
は
赴
任
と
歸
任
の
際
に
﹁
對
﹂
の
機
會
を
與
え
ら
れ
た
)
,
び
中
央
百
官
の
﹁
轉
對
︑
輪
對
﹂
(五
日
に
一
度
ほ
ど
︑

﹁
內
殿
起
居
﹂
の
際
に
﹁
對
﹂
の
機
會
を
&
常
得
が
た
い
中
央
百
官
よ
り
一
︑
二
名
^
ん
で
上
奏
さ
せ
る
制
度
)
︑
と
い
っ
た
具
合
に
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に

分
け
る
こ
と
が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
︒

場
�
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
視
�
の
場
は
�
殿
視
�

(垂
拱
殿
)
と
後
殿
視
�

(崇
政
殿
も
し
く
は
_
和
殿
)
と
に
分
か
れ
︑
ま
ず
宰
執
︑
尙
書

六
曹
と
い
っ
た
大
臣
︑
�
-
部
局
の
長
官
︑
副
長
官
が
�
殿
に
お
い
て
順
M
︑
入
れ
替
わ
り
﹁
對
﹂
を
行
う
︒
臺
諫
た
ち
も
優
先
�
に
�
殿
視

�
の
場
で
の
﹁
對
﹂
が
[
め
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
場
は
極
め
て
フ
ォ
ー
マ
ル
な
場
で
あ
り
︑
皇
�
も
正
式
な
`
裝
﹁
�
`
﹂
を
着
用
し
て
官
僚

と
相
對
す
る
︒
基
本
�
に
﹁
對
﹂
が
行
わ
れ
る
場
合
︑
宦
官
︑
起
居
a
の
官
な
ど
が
b
ざ
け
ら
れ
︑
官
僚
と
皇
�
と
は
秘
密
裏
に
議
論
を
展
開

す
る(

14
)

︒
�
宋
變
革
の
問
題
と
し
て
a
$
し
て
お
く
べ
き
は
︑
�
代
ま
で
の
﹁
坐
而
論
c
﹂
の
理
念
に
基
づ
き
大
臣
た
ち
に
椅
子
が
與
え
ら
れ
︑

ま
た
﹁
茶
湯
﹂
が
給
さ
れ
る
な
ど
︑
ゆ
っ
た
り
と
し
た
議
論
が
行
わ
れ
る
方
式
か
ら
︑
宋
代
以
後
は
官
僚
が
立
っ
て
議
論
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒

た
だ
︑
�
殿
視
�
の
後
︑
內
廷
に
戾
り
休
息
を
挾
ん
で
再
開
さ
れ
る
後
殿
視
�
と
な
る
と
︑
皇
�
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
`
裝
に
着
替
え
︑
官

僚
と
相
對
す
る
︒
こ
ち
ら
は
�
殿
視
�
の
場
の
官
僚
が
引
き
續
き
﹁
對
﹂
を
行
う
こ
と
が
あ
る
他
︑
そ
れ
以
外
の
官
僚
に
﹁
對
﹂
の
機
會
が
與
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え
ら
れ
る
︒
地
方
官
の
﹁
入
辭
︑
入
見
︑
入
謝
﹂︑
中
央
百
官
の
﹁
轉
對
︑

輪
對
﹂
あ
る
い
は
官
僚
の
昇
e
の
際
に
f
部
や
軍
頭
司
な
ど
が
官
僚
を

引
連
れ
て
行
う
﹁
引
對
﹂
な
ど
が
行
わ
れ
る
︒﹁
轉
對
︑
輪
對
﹂
の
際
に

﹁
閤
門
司
﹂
が
引
h
し
て
い
る
樣
子
が


料
に
殘
さ
れ
て
お
り
︑
こ
う
し

た
場
合
は
皇
�
の
身

に
擔
當
官
僚
が
臨
席
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒

ま
た
︑
後
殿
視
�
の
他
に
﹁
經
筵
留
對
﹂︑﹁
�
苑
夜
對
﹂
な
ど
內
殿
で

行
わ
れ
た
﹁
對
﹂
の
際
に
は
椅
子
が
與
え
ら
れ
︑
ま
た
﹁
茶
湯
﹂
が
給

さ
れ
る
な
ど
︑
ゆ
っ
た
り
と
し
た
形
で
議
論
が
展
開
さ
れ
た
と
さ
れ
る
︒

例
え
ば
︑
南
宋
の
孝
宗
の
時
!
︑
^
德
殿
が
﹁
內
引
﹂﹁
夜
對
﹂
に
盛
ん

に
利
用
さ
れ
︑
正
規
の
﹁
視
�
﹂
の
場
以
上
の
重
-
な
場
と
な
っ
て
い

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(15

)
︒

こ
の
御
�
會
議
の
問
題
を
考
え
る
際
に
重
-
な
問
題
と
し
て
︑﹁
分
班

奏
事
﹂
か
ら
﹁
合
班
奏
事
﹂
へ
の
變
�
が
あ
る
︒
北
宋
�
V
は
仁
宗
�

の
時
!
に
對
西
夏
問
題
を
め
ぐ
っ
て
﹁
合
班
奏
事
﹂
が
行
わ
れ
た
例
外

を
除
い
て
﹁
分
班
奏
事
﹂
が
基
本
で
あ
っ
た
が
︑
元
豐
官
制
改
革
を
經

て
︑
三
省
合
同
の
班
も
し
く
は
三
省
と
樞
密
院
が
合
同
の
班
で
皇
�
の

�
で
上
奏
す
る
﹁
合
班
奏
事
﹂
が
一
般
�
し
て
い
く(16

)
︒
こ
の
合
班
奏
事

の
方
式
に
つ
い
て
は
︑
以
�
曾
布
﹃
曾
公
j
錄
﹄
の


料
を
用
い
て
解

析
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る(17

)
︒
詳
細
は
省
略
す
る
が
︑
お
お
よ
そ
M
の
よ
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圖 1 宋開封宮城圖 (元刊本『事林廣記』)



う
な
や
り
方
が
取
ら
れ
る
︒

御
�
會
議
は
﹁
同
m
﹂
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
三
省
と
樞
密
院
合
同
に
よ
る
皇
�
と
の
﹁
對
﹂
が
先
ず
行
わ
れ
︑
そ
の
後
︑﹁
再
對
﹂
と
い

う
形
で
﹁
三
省
﹂︑﹁
樞
密
院
﹂
單
獨
の
﹁
對
﹂
が
な
さ
れ
る
と
い
う
形
式
を
取
る
︒﹁
同
m
﹂
の
內
容
の
大
V
が
︑
邊
境
の
防
備
︑
遼
・
西
夏

と
の
外
%
・
國
防
問
題
︑
制
勘
�
で
行
わ
れ
て
い
る
裁
Y
︑
武
官
の
重
-
人
事
︑
屬
國
に
對
す
る
官
職
付
與
︑
皇
子
・
皇
�
の
永
康
伺
い

(﹁
問
皇
子
﹂︑﹁
問
I
體
﹂
)
︑
垂
簾
聽
政
の
儀
禮
︑
哲
宗
の
葬
禮
︑
元
祐
皇
后
の
復
位
な
ど
の
問
題
で
あ
り
︑
基
本
�
に
軍
政
・
外
%
に
關
わ
る
重

-
な
事
柄
を
中
心
に
﹁
同
m
﹂
と
い
う
形
で
三
省
︑
樞
密
院
の
合
同
に
よ
る
御
�
會
議
で
議
論
が
行
わ
れ
る
︒
そ
の
後
の
﹁
再
對
﹂
に
お
い
て

は
﹁
三
省
﹂
は
行
政
關
係
︑﹁
樞
密
院
﹂
は
軍
政
︑
外
%
を
中
心
に
單
獨
の
﹁
對
﹂
が
實
施
さ
れ
る
︒
M
の


料

(﹃
曾
公
j
錄
﹄
卷
七
︑
元
符
二

年
五
D
癸
卯
朔
の
條(18
)

)
に
よ
っ
て
︑
そ
の
方
式
を
確
[
し
て
お
く
︒

垂
拱
起
居
︑
駕
を
h
き
�
德
に
至
る
︒
視
�
o
く
や
︑
垂
拱
に
て
奏
事
︒﹁
違
楶
︑
兵
を
將
い
て
南
牟
會
赴
き
e
築
せ
ん
こ
と
を
奏
す
﹂

を
同
m
す
︒
制
勘
�
錄
問
官
を
差
せ
ん
こ
と
を
乞
う
︒
上
旨
︑
葉
祖
洽
を
差
せ
よ
︑
と
︒
卞
以
て
不
可
と
爲
す
︒
上
︑
安
惇
を
差
せ
し
め

ん
と
す
︒
卞
云
う
な
ら
く
﹁
如

か
く
の

此
ご
と
く

し
て
庶ち
か

#し

︒﹂
と
︒
再
對
す
︒
余
云
う
な
ら
く
﹁
卞

如
か
く
の

此
ご
と
く

錄
問
官
を
擇
ぶ
は
︑
知
ら
ず
何
の
$
な

る
や
？

臣
嘗
て
開
陳
し
て
以い

謂う

な
ら
く
︑
序
辰
の
黨
眾
し
︒
恐
る
ら
く
は
左
右
營
救
者
多
か
ら
ん
︒
陛
下
以お

謂も

え
ら
く
誰
か
敢
え
て
營

救
を
爲
す
者
な
る
や
？

臣
の
言
亦
不
妄
に
似
た
り
︒﹂
と
︒
曹
誦
軍
權
を
罷
め
ん
こ
と
を
乞
う
も
︑
允ゆ

る

さ
れ
ず
︒
蔡
京
等
劄
子
も
て
︑
親

事
官
を
差
し
譯
語
を
|
い
祗
應
せ
し
め
ん
こ
と
を
乞
う
︒
之
に
從
う
︒
}
慶
の
蕃
兵
~
多
逋
︑
投
漢
人
を
以
て
西
羌
に
報
ず
︒
赦
を
經
て

合
に
原
す
べ
き
に
︑
特
に
死
に
處
す
︒
殿
帥
︑
魏
吉
を
斷
ず
る
こ
と
不
當
︒
開
封
已
に
旨
を
得
て
罪
を
放ゆ

る

し
︑
閤
門
に
牒
し
て
恩
を
謝
す
︒

余
以
て
不
當
と
爲
す
︒
上
之
を
然
り
と
し
︑
開
封
府
官
に
令
し
て
罪
を
放ゆ

る

し
︑
殿
�
令
f
は
大
理
に
�
り
て
取
勘
せ
し
む
︒
o
き
て
以
て

三
省
に
當
に
立
つ
べ
き
法
を
吿
ぐ
︒
夔
︑
毅
然
と
し
て
以
て
不
可
と
な
し
︑
た
だ
罪
を
放
さ
し
む
︒

こ
の
日
は
五
D
一
日
に
あ
た
る
た
め
︑
&
常
の
垂
拱
殿
の
視
�
に
加
え
て
︑
�
德
殿
視
�
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
垂
拱
殿
視
�
の
場
に
お
い
て
は

﹁
同
m
﹂
と
い
う
形
で
邊
境
防
備
な
ら
び
に
制
勘
�
の
裁
Y
に
つ
い
て
三
省
︑
樞
密
院
合
同
に
よ
る
御
�
會
議
が
開
か
れ
︑
そ
の
後
︑
樞
密
院

― 65 ―

431



單
獨
の
﹁
再
對
﹂
の
記
事
が
記
さ
れ
る
︒
樞
密
院
の
長
官
で
あ
る
曾
布
は
﹁
再
對
﹂
が
 
了
す
る
と
︑
皇
�
と
話
し
た
內
容
を
﹁
三
省
﹂
に
吿

げ
︑
議
論
を
行
っ
て
い
る
︒﹃
曾
公
j
錄
﹄
に
お
い
て
は
御
�
會
議
と
宰
相
會
議
と
が
聯
動
し
て
記
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
︒
こ
れ
は
御

�
會
議
に
お
い
て
﹁
同
m
﹂
と
﹁
再
對
﹂
と
い
う
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
存
在
し
て
い
た
た
め
︑
こ
の
よ
う
な
形
で
$
見
の
�
整
が
は
か
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒
こ
の


料
に
お
い
て
は
︑
宰
執
閒
の
$
見
の
�
整
の
場
�
が
﹁
都
堂
﹂
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
恐
ら
く
視
�
↓
都
堂
で
の

會
合
↓
各
役
�
に
戾
り
執
務
︑
と
い
う
の
が
一
般
�
で
あ
り
︑
宰
相
・
執
政
閒
の
$
見
�
整
が
︑
御
�
會
議
を
軸
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る(19

)
︒

如
上
の
﹃
曾
公
j
錄
﹄
の
事
例
に
見
た
よ
う
な
﹁
分
班
奏
事
﹂
か
ら
﹁
合
班
奏
事
﹂
へ
の
展
開
に
代
表
と
さ
れ
る
御
�
會
議
︑
も
し
く
は
政

治
空
閒
の
變
�
は
北
宋
か
ら
南
宋
へ
の
政
治
を
大
き
く
變
動
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒﹃
曾
公
j
錄
﹄
の
世
界
で
は
︑
違
惇
︑
蔡
卞
︑
曾
布
の

三
者
が
哲
宗
を
介
し
て
爭
っ
て
い
る
樣
子
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る(20

)
︒
い
わ
ば
三
省
を
束
ね
る
二
人
の
宰
相

(
違
惇
︑
蔡
卞
)
と
樞
密
院
の
長
官

(曾
布
)
が
皇
�
と
の
﹁
對
﹂
の
機
會
を
巧
み
に
利
用
し
な
が
ら
權
力
闘
爭
を
展
開
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
違
惇
︑
蔡
卞
と
の
對
立
に
象
	
さ

れ
る
よ
う
に
︑
宰
執
會
議
に
お
い
て
は
$
見
の
合
$
を
見
る
こ
と
は
難
し
く
︑
�
 
�
に
は
曾
布
は
﹁
再
對
﹂︑﹁
留
身
獨
對
﹂
を
&
じ
て
皇
�

と
直
接
%
涉
を
行
い
︑
自
己
の
$
見
を
�
張
し
て
い
っ
た
樣
子
が
見
え
て
く
る
︒
す
で
に
王
安
石
の
時
代
に
お
い
て
も
同
樣
の
傾
向
が
見
ら
れ

た
が(

21
)

︑
さ
ら
に
徽
宗
時
代
以
影
に
な
る
と
︑
皇
�
と
宰
相
と
を
繫
ぐ
﹁
御
筆
﹂︑﹁
手
詔
﹂
の
制
度
が
發
�
し
て
い
く
の
は
︑
こ
う
し
た
皇
�
と

個
別
宰
執
と
の
や
り
と
り
で
あ
る
﹁
留
身
獨
對
﹂
の
方
法
を
�
書
制
度
�
し
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
か
と
思
わ
れ
る

(圖
2 (22
)

︑
圖
3
參

照
)
︒ま

た
︑
熊
本
崇
氏
の
硏
究
成
果
に
よ
れ
ば
︑
元
豐
官
制
改
革
後
の
宰
相
と
執
政

(副
宰
相
)
の
閒
に
は
大
き
な
權
限
の
差
が
生
じ
︑﹁
合
班

奏
事
﹂
の
場
に
お
い
て
は
宰
相
の
$
向
が
大
き
く
左
右
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る(23

)
︒
-
す
る
に
﹁
合
班
奏
事
﹂
は
︑
大
き

な
權
力
を
�
す
る
宰
相
が
政
治
�
發
言
を
述
べ
や
す
い
狀
況
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
︒

M
違
で
は
︑
理
宗
が
端
�
元
年

(一
二
三
四
)
正
D
一
日
に
出
し
た
﹁
內
外
大
小
之
臣
悉
上
封
事
︑
凡
�
政
得
失
中
外
利
病
︑
盡
言
無
隱
﹂
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の
詔
に
應
じ
て
南
宋
の
魏
了
�
が
提
出
し
た
﹁
應
詔
封
事(

24
)

﹂
の
內
容
を
檢
討
す
る
こ
と

を
&
じ
て
︑
冒
頭
に
揭
げ
た
當
該
問
題
に
對
す
る
一
つ
の
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
と
す

る
︒
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圖 2 御筆手詔のイメージ
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圖 3 宋代の�書の液れ
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[審議・異議申立て]

中書舎人

[封還詞頭1

給事中

[封駁]

帝皇

壷練

「封」または

文書による論駁書

下

※酒造暗闘する文書および師より創刊行される文酬伽次のような流れ(司で示す)をたどることとなる.

00文容→中害・門下省→問書省→六曹(尚書省の六つの部局)→諸案(六首位所属する銀)[文書を網A た上、関係官司に調査・問い合わせを命ずる】

→六曹(原泉策定)→尚書省→宰相・執政の蟻(上奏)→皇帝{裁可)→中書省{官勅起草)→門下省(官勅審蟻)→尚書省(施行)→官司



二
．
兩
宋
閒
に
お
け
る
政
治
空
閒
の
變
�

魏
了
�

(一
一
七
八
～
一
二
三
七
)
︑
字
華
父
︑
號
鶴
山
は
︑
四
川
邛
州
蒲
江
の
出
身
で
あ
る
︒
慶
元
五
年

(
一
一
九
九
)
に
e
士
科
第
三
位
に

合
格
し
た
後
︑
知
漢
州
︑
知
眉
州
︑
知
瀘
州
な
ど
と
し
て
十
七
年
に
わ
た
り
四
川
の
地
に
滯
在
し
︑
こ
の
閒
︑
鶴
山
書
院
を
創
円
し
︑
理
學
を

廣
め
た
︒
理
宗
寶
慶
元
年

(一
二
二
五
)
︑
朱
瑞
常
の
彈
云
を
>
け
﹁
靖
州
居
�
﹂
の
處
分
を
>
け
る
が
︑


彌
b
の
死
後
︑
政
界
に
復
歸
し
︑

端
"
殿
學
士
︑
同
僉
書
樞
密
院
事
︑
督
視
京
湖
軍
馬
な
ど
を
歷
任
し
た
︒
南
宋
を
代
表
す
る
�
學
家
︑
思
想
家
と
し
て
知
ら
れ
︑﹃
宋
元
學
案
﹄

卷
八
〇
に
は
鶴
山
學
案
が
立
て
ら
れ
て
い
る(25

)
︒

魏
了
�
の
﹁
應
詔
封
事
﹂
が
提
出
さ
れ
た
經
雲
に
つ
い
て
は
︑﹃
宋


﹄
卷
四
七
三
︑
魏
了
�
傳
に
M
の
よ
う
に
見
え
て
い
る(26

)
︒

居
る
こ
と
數
D
︑
百
廢
具
舉
す
︒
彌
b
薨
じ
︑
上
︑
庶
政
を
親
し
く
し
︑
華
�
閣
待
制
に
e
み
︑
金
帶
を
賜
る
︒
其
の
任
に
因
り
︑
了
�
︑

國
家
權
臣
相
繼
い
で
︑
內
に
國
柄
を

擅
ほ
し
い
ま
ま

に
し
︑
外
に
風
俗
を
變
え
︑
綱
常
淪
斁
し
︑
法
度
墮
弛
し
︑
貪
濁
在
位
し
︑
舉
事
�
蠹
し
︑

滌
µ
す
べ
か
ら
ざ
る
を
念お

も

い
︑
�
で
詔
に
應
え
て
上
違
し
て
十
�
を
論
じ
︑
舊
典
を
復
し
て
以
て
怨
�
を
"
ら
か
に
せ
ん
こ
と
を
乞
う
︒

一
に
曰
く
﹁
三
省
の
典
を
復
し
て
以
て
六
卿
を
重
ん
ず
﹂︑
二
に
曰
く
﹁
二
府
の
典
を
復
し
て
以
て
眾
議
を
集
む
﹂︑
三
に
曰
く
﹁
都
堂
の

典
を
復
し
て
以
て
省
府
を
重
ん
ず
﹂︑
四
に
曰
く
﹁
侍
從
の
典
を
復
し
て
以
て
忠
吿
を
來
た
ら
し
む
﹂︑
五
に
曰
く
﹁
經
筵
の
典
を
復
し
て

以
て
I
學
を

熙
か
が
や

か
す
﹂︑
六
に
曰
く
﹁
臺
諫
の
典
を
復
し
て
以
て
黜
陟
を
公
に
す
﹂︑
七
に
曰
く
﹁
制
誥
の
典
を
復
し
て
以
て
命
令
を
謹

む
﹂︑
八
に
曰
く
﹁
聽
言
の
典
を
復
し
て
以
て
下
�
を
&
ず
﹂︑
九
に
曰
く
﹁
三
衙
の
典
を
復
し
て
以
て
�
威
を
彊
く
す
﹂︑
十
に
曰
く

﹁
制
閫
の
典
を
復
し
て
以
て
私
$
を
黜
く
﹂
と
︒
萬
言
を
駅
列
し
︑
先
に
故
實
を
引
き
︑
M
に
時
�
を
陳
べ
︑
利
�
を
分
別
す
る
こ
と
︑

粲
な
る
こ
と
白
黑
の
若
し
︒
上
之
を
讀
み
感
動
し
︑
卽
ち
に
經
筵
に
之
を
舉
げ
成
誦
せ
し
む
︒
其
の
後
︑
舊
典
皆
其
の
初
に
復
す
︒

-
す
る
に
專
權
宰
相


彌
b
が
死
去
し
︑
理
宗
が
親
政
を
始
め
た
そ
の
機
會
に
︑
こ
れ
ま
で
の
專
權
宰
相
の
政
治
を
一
怨
す
る
改
革
案
を
提
出

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

― 69 ―

435



｢應
詔
封
事
﹂
に
よ
れ
ば
︑
彼
の
考
え
る
政
治
の
大
き
な
液
れ
は
M
の
&
り
で
あ
る(27

)
︒

而
し
て
目
�
の
甚
だ
G
と
す
る
�
の
者
︑
先
ず
祖
宗
舊
典
を
以
て
之
を
言
え
ば
︑
大
抵
始
め
煕
寧
に
變
じ
︑
盡
く
は
元
祐
に
復
せ
ず
︑
而

し
て
崇
︑
觀
以
後
に
大
壞
し
︑
炎
︑
興
の
初
に
收
拾
し
︑
�
く
乾
︑
淳
︑
紹
煕
の
閒
に
備
わ
り
︑
而
し
て
印
慶
元
︑
泰
︑
禧
以
後
に
壞
る
︒

今
陛
下
始
め
て
政
事
に
親
し
み
︑
衆
俊
を
登
籲
し
︑
弼
輔
丞
疑
の
^
︑
言
語
侍
從
の
臣
︑
下
百
司
に
�
ぶ
ま
で
︑
曠
然
と
丕
變
す
︒
此
時

を
失
し
て
舊
典
を
復
せ
ざ
れ
ば
︑
則
ち
將
に
日
ご
と
に
逺
く
日
ご
と
に
忘
れ
ん
と
す
︒
孰
れ
か
�
む
べ
き
の
時
爲
ら
ん
や
︒

王
安
石
の
怨
法
改
革

(煕
寧
時
代
)
に
よ
っ
て
祖
宗
の
政
治
體
制
が
變
え
ら
れ
︑
元
祐
時
代
に
あ
ら
か
た
復
活
を
見
た
け
れ
ど
も
︑
怨
法
黨
政

權
下

(崇
寧
︑
大
觀
年
閒
)
に
大
き
く
�
さ
れ
︑
南
宋
初
!

(
円
炎
︑
紹
興
の
初
め
)
に
再
び
復
活
し
︑
孝
宗
時
代

(
乾
c
︑
淳
煕
︑
紹
煕
)
に
整

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
ま
た
︑
韓
侂
冑
︑


彌
b
と
言
っ
た
專
權
宰
相
の
時
代

(慶
元
︑
嘉
泰
︑
開
禧
以
後
)
に
再
び
大
き
く
�
れ
る
と
い

う
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
歷


の
液
れ
に
お
い
て
︑
彼
の
政
治
の
理
想
�
な
=
が
元
祐
時
代
に
あ
っ
た
こ
と
は
﹁
應
詔
封
事
﹂
の
中
に(28

)

臣
國
�
極
盛
の
時
を
惟
う
每
に
︑
元
祐
に
過
ぐ
る
は
莫
し
︒
曩こ
の

者ご
ろ

陛
下
卽
位
の
初
め
︑
臣
嘗
て
元
祐
元
年
一
時
人
物
の
盛
を
以
て
陛
下
の

爲
に
之
を
言
う
︒
是
の
時
の
宰
相
は
則
ち
司
馬
光
︑
�
彥
 
︑
吕
公
著
︑
政
府
は
則
ち
吕
大
防
︑
韓
維
︑
劉
摯
︑
范
純
仁
︑
臺
諫
は
蘇
轍
︑

孫
覺
︑
梁
燾
︑
范
祖
禹
︑
鮮
于
侁
︑
朱
光
庭
︑
傅
堯
俞
︑
吕
陶
︑
�
苑
は
則
ち
蘇
軾
︑
詞
掖
は
則
ち
范
百
祿
︑
曾
£
︑
劉
攽
︑
蘇
轍
︑
經

筵
T
讀
官
は
則
ち
傅
堯
俞
︑
韓
維
︑
范
祖
禹
︑
趙
彥
若
︑
說
書
は
則
ち
¤
頥
︒
元
年
を
以
て
之
を
例
と
す
れ
ば
︑
蓋
し
二
年
以
後
︑
大
抵

皆
然
り
︒
臣
復
た
悉
く
は
數
え
ず
︒
臣
開
陳
此
に
至
る
に
︑
陛
下
玉
¥
宣
諭
し
て
云
う
な
ら
く
﹁
元
祐
の
人
才

如
か
く
の

此
ご
と
し

︒﹂
と
︒
臣
思
い

て
面
奏
す
ら
く
︑
此
今
日
用
人
の
法
︑
蓋
し
因
り
て
一
司
馬
光
を
用
い
て
相
と
爲
せ
ば
︑
§
ち
に
如

か
く
の

許
ご
と
き

人
才
︑
類
を
引
き
て
至
る
こ
と

�
り
︒
且
つ
未
だ
其
の
他
を
聞
か
ず
︒
只た

と

如え
ば

蘇
軾
の
�
苑
に
在
り
︑
¤
頥
の
經
筵
に
在
り
︑
如
此
等
の
類
︑
斷
斷
易
う
べ
か
ら
ず
︑
と
︒

陛
下
再
三
之
に
頷
く
︒

と
見
え
る
&
り
で
あ
る(29

)
︒

M
に
﹁
應
詔
封
事
﹂
の
各
條
の
中
身
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒
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ま
ず
第
一
條
﹁
一
曰
復
三
省
舊
典
︑
以
重
六
卿
﹂
で
は(30

)
︑

國
�
︑
�
の
舊
制
に
沿
い
︑
三
省
を
分
置
し
︑
中
書
旨
を
取
り
︑
門
下
審

し
︑
尙
書
施
行
す
︒
凡
そ
內
影
�
書
,
び
四
方
違
奏
の
門
下

中
書
省
に
至
る
者
︑
®
ね
尙
書
省
に
�
り
︑
尙
書
は
六
曹
に
下
し
︑
六
曹
は
諸
案
に
付
し
︑
關
會
し
¯
目
旣
に
備
わ
り
た
れ
ば
︑
則
ち
以

て
尙
書
省
に

上
た
て
ま
つ

り
︑
中
書
に
�
り
て
旨
を
取
り
︑
旣
に
旨
を
得
れ
ば
︑
印
以
て
門
下
省
に
�
り
て
審

し
︑
其
の
畫
可
に
迨お
よ

び
て
︑
然

る
後
´
錄
し
︑
尙
書
省
に
下
し
︑
尙
書
は
復
た
六
曹
に
下
し
て
施
行
せ
し
む
︒
三
省
の
體
瓜
大
抵

如
か
く
の

此
ご
と
し

︒
若
し
其
の
迂
回
を
謂
え
ば
︑

則
ち
元
祐
以
後
の
如
く
中
書
門
下
を
µ
せ
て
一
と
爲
す
も
可
也
︒
而
る
に
煕
寜
宰
相
王
安
石
は
乃
ち
特
に
中
省
檢
正
を
置
き
︑
以
て
三
省

の
官
屬
の
權
を
分
か
ち
︑
元
豐
に
至
り
て
は
︑
印
左
右
司
を
以
て
之
に
代
わ
ら
し
む
︒
是
の
端
一
た
び
開
き
︑
凡
て
の
權
は
大
臣
に
在
れ

ば
︑
則
ち
宰
掾
�
に
威
柄
を
竊
弄
す
る
の
地
と
爲
る
︒

と
見
え
︑
從
來
は
三
省
六
部
を
中
心
と
す
る
�
書
處
理
が
行
わ
れ
て
い
た
が
︑
王
安
石
の
怨
法
改
革
の
頃
︑﹁
宰
掾
﹂
(宰
相
直
屬
の
部
局
)
と

し
て
中
書
檢
正
官
︑
元
豐
時
!
に
尙
書
左
右
司
が
設
置
さ
れ
︑
�
書
處
理
の
中
核
を
擔
う
よ
う
に
な
る
と
︑
六
部
の
權
限
が
¶
ま
っ
た
こ
と
が

述
べ
ら
れ
る
︒
熊
本
崇
氏
の
﹁
中
書
檢
正
官
︱
︱
王
安
石
政
權
の
に
な
い
て
た
ち
﹂
(﹃
東
洋


硏
究
﹄
第
四
七
卷
第
一
號
︑
一
九
八
八
年
)
︑﹁
元

豐
の
御



︱
︱
宋
神
宗
親
政
考
﹂
(﹃
集
刊
東
洋
學
﹄
六
三
︑
一
九
九
○
年
)
︑﹁
宋
執
政
攷
︱
︱
元
豐
以
�
と
以
後
﹂
(﹃
東
北
大
學
東
洋


論
集
﹄
一

一
︑
二
○
○
七
年
)
な
ど
の
一
聯
の
硏
究
に
お
い
て
は
︑
王
安
石
な
ら
び
に
神
宗
が
﹁
宰
掾
﹂
(
宰
相
直
屬
の
部
局
)
と
し
て
中
書
檢
正
官
や
尙
書

都
司
左
右
司
を
媒
介
と
し
て
︑
從
來
の
三
省
六
部
體
制
と
は
衣
な
る
︑
皇
�

−

宰
相
を
中
心
と
し
た
政
策
決
定
の
¸
營
を
目
指
し
て
い
た
こ
と

を
描
き
出
し
て
お
り
︑
"
ら
か
に
王
安
石
の
怨
法
改
革
の
�
後
で
三
省
六
部
體
制
が
變
質
し
て
い
っ
た
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

第
二
條
﹁
二
曰
復
二
府
舊
典
︑
以
集
衆
思
﹂
で
は(31

)
︑

國
�
︑
�
舊
制
に
倣
い
︑
三
省
・
密
院
職
を
分
け
て
任
を
¹
け
︑
各
班
奏
事
す
︒
事
大
な
る
者
�
り
て
︑
始
め
て
同
に
e
む
を
得う

︒
故
に

中
書
e
擬
�
り
︑
密
院
e
擬
�
り
︑
三
省
e
擬
�
り
︑
三
省
・
密
院
同
に
e
擬
す
る
�
り
︒
(中
略
)
中
興
官
を
省
く
も
︑
º
お
五
六
に

至
る
︒
秦
檜
專
國
す
る
や
︑
則
ち
兩
府
の
貳
各
一
と
な
る
︒
慶
元
初
︑
韓
侂
胄
嘗
て
自
か
ら
樞
密
と
爲
ら
ん
と
欲
す
る
に
︑
或
い
は
吿
ぐ
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る
に
事
權
專
に
な
ら
ざ
れ
ば
︑
反
て
辭
名
實
に
居
り
︑
則
ち
瓜
べ
ざ
る
無
き
に
若
か
ざ
る
を
以
て
す
︒
之
を
久
し
く
し
て
︑
監
惠
民
藥
局

夏
允
中
風
指
に
E
合
し
︑
王
旦
・
呂
夷
鯵
・
�
彥
 
の
故
事
を
引
き
︑
�
違
軍
國
事
の
策
を
円
つ
︒
執
政
譁
然
と
�
ら
か
な
ら
ず
し
て
︑

此
の
議
中
輟
す
︒
後
數
年
卒
に
之
を
行
う
︒
然
る
に
是
の
時
︑
二
府
に
宰
相
�
り
︑
執
政
官
�
る
也
︒
嘉
定
而
後
に
迨
び
て
︑
相
を
以
て

樞
を
»
ね
︑
印
合
せ
て
一
と
爲
す
︒

と
見
え
︑
御
�
會
議
の
方
式
が
分
班
奏
事

(三
省
と
樞
密
院
が
そ
れ
ぞ
れ
に
奏
事
を
行
う
方
式
)
の
方
式
か
ら
合
班
奏
事
へ
と
變
�
し
て
い
く
と
と

も
に
︑
ま
た
宰
執
の
人
數
が
少
な
く
な
り
︑
南
宋
に
な
る
と
宰
相
が
樞
密
使
を
»
ね
る
事
例
が
現
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
詳
述
す
れ
ば
︑

御
�
會
議
の
方
式
と
し
て
は
︑
北
宋
�
V
は
中
書
︑
樞
密
院
︑
三
司
︑
開
封
府
︑
審
𠛬
院
の
長
官
・
副
長
官
が
順
M
︑
皇
�
の
面
�
へ
赴
き
︑

皇
�
に
政
務
を
報
吿
す
る
方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
︒
中
書
︑
樞
密
院
の
長
官
︑
副
長
官
は
そ
の
ま
ま
宰
相
︑
執
政
を
$
味
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
︑
北
宋
三
代
眞
宗
頃
ま
で
は
中
書
︑
樞
密
院
が
別
々
に
奏
事
を
行
う
﹁
分
班
奏
事
﹂
の
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
︒
と
こ
ろ
が
︑

仁
宗
�
頃
︑
邊
境
の
軍
事
問
題
に
對
處
す
る
た
め
二
府
の
合
同
奏
事
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
元
豐
官
制
改
革
後
に
は
﹁
合
班
奏
事
﹂
方
式

が
一
般
�
す
る(32

)
︒
そ
し
て
︑
宰
相
︑
執
政
の
人
數
が
減
少
す
る
と
と
も
に
︑
南
宋
時
代
︑
對
金
︑
對
モ
ン
ゴ
ル
と
の
戰
時
と
い
う
狀
況
の
中
︑

宰
相
が
樞
密
使
を
»
務
す
る
よ
う
に
な
り
︑
衣
な
る
$
見
や
�
報
を
皇
�
に
提
示
す
る
可
能
性
の
あ
っ
た
﹁
分
班
奏
事
﹂
方
式
は
機
能
し
な
く

な
る
の
で
あ
る
︒

第
三
の
﹁
三
曰
復
都
堂
舊
典
︑
以
重
省
府
﹂
で
は(33

)
︑

國
�
の
盛
時
︑
尙
書
を
以
て
外
省
と
爲
し
︑
四
方
の
訟
牒
を
>
け
︑
政
事
堂
を
禁
中
に
置
き
︑
宰
執
聚
會
の
地
と
爲
す
︒
凡
そ
�
司
の
公

見
︑
府


の
m
書
︑
®
ね
合
堂
同
席
し
︑
僉
議
衆
决
す
︒
日
下
數
刻
を
畫
し
︑
鐘
を
鳴
ら
し
て
會
食
し
︑
馬
を
排
し
て
第
に
歸
す
︒
然
る

に
百
年
の
閒
︑
未
だ
私
第
を
円
て
ず
し
て
︑
º
お
民
居
を
僦
し
︑
徃
徃
城
に
½い

た

る
に
回
b
た
り
︒
則
ち
省
を
出
づ
る
後
︑
f
�
書
を
持
ち
︑

諸
第
に
走
る
に
︑
®
ね
稽
遲
多
く
︑
或
い
は
漏
泄
に
至
る
︒
神
宗
皇
�
其
の

若
か
く
の

此
ご
と
き

を
病
み
︑
地
を
關
の
西
南
に
度
り
て
東
西
と
爲
し
︑

二
府
各
四
位
と
す
︒
將
に
以
て
事
機
を
嚴
謹
と
す
る
也
︒
而
る
に
牆
を
連
ね
畛
を
接
し
︑
謦
咳
相
聞
こ
ゆ
れ
ば
︑
則
ち
權
を
怙
み
て
私
を
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營
む
の
相
︑
多
く
不
§
を
謂
う
︒
是
を
以
て
私
第
に
偃
然
と
し
︑
同
列
を

恤
か
え
り
み

ず
︒
蔡
京
以
來
相
承
け
て
皆
爾し
か

り
︒

と
見
え
る
︒
本
來
︑
宰
執
の
集
議
の
場
�
は
宮
城
內
の
都
堂
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
宰
執
の
�
居
が
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
︑
宮
城
內
よ
り

o
出
後
︑
緊
G
の
用
件
に
對
應
で
き
な
く
な
る
と
い
う
懸
念
よ
り
︑
神
宗
時
代
に
は
東
西
府
が
設
置
さ
れ
︑
東
西
府
に
て
會
合
が
も
た
れ
る
事

態
が
起
こ
っ
て
き
た
︒
さ
ら
に
︑
專
權
宰
相
蔡
京
以
影
は
皇
�
よ
り
賜
っ
た
屋
À
が
政
策
決
定
に
關
わ
る
場
�
と
な
っ
て
く
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
秦
檜
︑
韓
侂
冑
か
ら


彌
b
の
時
代
へ
と
經
過
す
る
と
共
に
︑
專
權
宰
相
は
宮
城
へ
の
出
勤
回
數
が
減
る
と
と
も
に
︑
Â

に
官
f
が
宰
相
宅
へ
書
類
を
持
っ
て
赴
く
︑
あ
る
い
は
宰
相
宅
へ
の
謁
見
者
が
列
を
な
す
と
い
う
こ
と
が
常
態
�
す
る
︒
か
つ
て
衣
川
強
氏
は

﹁
杭
州
臨
安
府
と
宰
相
﹂
(﹃
中
國

世
の
都
市
と
�
�
﹄
(京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
�
︑
一
九
八
四
年
)
の
中
で
宰
相
宅
と
宮
城
と
の
½
離
を
以
て

專
權
宰
相
の
權
力
の
變
�
を
は
か
る
試
み
を
さ
れ
た
︒
確
か
に
︑
�
後
の
專
權
宰
相
賈
似
c
は
西
湖
の
ほ
と
り
P
嶺
に
屋
À
を
賜
っ
て
い
る
︒

以
�
の
秦
檜
︑
韓
侂
冑
︑


彌
b
な
ど
は
せ
い
ぜ
い
太
T
周
邊
に
屋
À
を
置
い
て
お
り
︑
權
力
と
居
�
空
閒
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
細
心
の

a
$
を
拂
う
必
-
が
あ
る(34

)
︒

第
四
の
﹁
四
曰
復
侍
從
舊
典
︑
以
求
忠
吿
﹂
で
は(35

)
︑

國
�
侍
從
の
官
︑
大
觀
�
自
り
待
制
に
至
る
ま
で
︑
一
職
に
非
ざ
る
也
︒
而
し
て
之
に
論
思
獻
\
を
責
む
る
は
︑
其
の
$
則
ち
同
じ
︒
給

事
・
中
舍
は
已
に
行
わ
れ
た
る
の
令
を
封
駮
し
︑
中
丞
・
諫
議
は
言
を
以
て
官
と
爲
る
こ
と
︑
此
れ
論
を
待
た
ず
︒
而
し
て
�
林
學
士
・

六
曹
長
貳
は
言
責
に
非
ず
と
雖
も
︑
亦
未
だ
嘗
て
事
に
因
り
て
言
を
獻
ぜ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
也
︒
煕
寧
詔
書
︑
從
臣
の
言
わ
ざ
る
を
責
む
︒

司
馬
光
副
樞
を
辭
す
る
の
と
き
︑
亦
た
曰
わ
く
︑
侍
從
の
臣
︑
事
に
於
い
て
言
う
べ
か
ら
ざ
る
無
し
︑
と
︒
是
を
以
て
[
副
を
立
て
︑
宫

闈
を
正
し
︑
濮
園
を
議
し
︑
怨
法
を
爭
い
︑
河
防
を
辨
じ
︑
邊
事
を
論
ず
る
こ
と
︑
侍
從
の
臣
_
辯
し
て
衆
决
せ
ざ
る
莫
し
︒
南
渡
以
後
︑

此
風
未
だ
泯
び
ざ
る
也
︒
⁝
⁝
慶
元
二
年
自
り
以
後
︑
士
氣
頓
索
し
︑
喑
啞
を
|
成
す
︒
一
日
侂
胄
唱
え
て
開
邊
の
議
を
爲
す
に
︑
惟
れ

徐
邦
憲
處
州
自
り
召
U
さ
る
る
や
︑
兵
を
彌や

む
の
說
を
力
陳
し
︑
�
あ
し
た

に
奏
し
て
暮
に
黜
け
ら
る
︒
臺
官
徐
柟
從
い
て
之
を
抨
ち
︑
執
政

の
錢
象
祖
の
如
き
は
繼
ぐ
に
議
論
を
以
て
し
︑
信
州
居
�
に
謫
せ
し
め
ら
る
︒
此
れ
皆
臣
の
目
擊
す
る
�
な
り
︒
臣
數
う
る
に
足
ら
ず
と
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雖
も
︑
亦
嘗
て
二
臣
の
先
に
言
う
�
り
︒
嗚
呼
︑
國
の
大
事
︑
此
の
三
人
の
外
︑
Ç
に
一
人
の
言
う
者
無
し
︒
⁝
⁝
嘉
定
以
來
︑
號
し
て

Ç
�
と
爲
す
も
︑
此
之
を
監
と
せ
ず
︑
抑
印
こ
れ
よ
り
甚
だ
し
く
︑
士
大
夫
を
し
て
謿
侮
し
︑
侍
從
の
臣
論
思
無
く
︑
獻
\
�
り
と
謂
う

�
ら
し
む
る
に
至
る
︒
獻
\
と
云
う
者
︑
其
の
貨
を
以
て
取
る
を
譏
る
也
︒

と
見
え
る
︒
侍
從
の
定
義
に
つ
い
て
は
﹃
�
野
類
-
﹄
卷
二
︑﹁
侍
從
﹂
に
﹁
�
林
學
士
︑
給
事
中
︑
六
尙
書
侍
郞
是
れ
也
︒
印
中
書
舍
人
︑

左
右


M
を
以
て
小
侍
從
と
謂
う
︒
印
外
に
在
り
て
諸
閣
學
士
・
待
制
を
帶
び
る
者
︑
之
を
在
外
侍
從
と
謂
う
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
範
圍
は
極
め

て
廣
い
が
︑
中
核
を
爲
す
の
は
皇
�
の
命
令
�
書
の
作
成
︑
審
議
に
携
わ
る
�
林
學
士
︑
給
事
中
︑
中
書
舍
人
で
あ
る
︒
こ
の
一
¯
の
中
で
は

侍
從
が
﹁
論
思
獻
\
﹂
の
職
と
し
て
︑
北
宋
の
﹁
立
[
副
﹂
(皇
太
子
擁
立
：
仁
宗
時
代
)
︑﹁
正
宫
闈
﹂
(女
性
が
政
治
に
關
與
す
る
問
題
：
仁
宗
時

代
)
︑﹁
議
濮
園
﹂
(英
宗
の
實
父
の
Ë
號
問
題
：
英
宗
時
代
)
︑﹁
爭
怨
法
︑
辨
河
防
︑
論
邊
事
﹂
(
怨
法
︑
黃
河
の
治
水
︑
西
夏
對
策
の
問
題
：
神
宗
時

代
)
︑
南
宋
時
代
の
金
と
の
紹
興
和
議
竝
び
に
そ
の
使
者
>
入
の
典
禮
問
題
︑
紹
興
か
ら
乾
c
年
閒
に
お
け
る
龍
大
淵
・
曾
覿
の
孝
宗
の
寵
用

問
題
︑
乾
c
の
張
說
の
任
用
問
題
な
ど
に
お
い
て
侍
從
が
言
官
と
共
に
諫
言
を
m
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
韓
侂
冑
が
實
權
を
握

る
よ
う
に
な
る
と
︑
當
初
は
多
く
の
官
僚
が
反
對
の
$
見
を
述
べ
た
も
の
の
︑
朱
子
學
に
對
す
る
彈
壓
が
本
格
�
す
る
慶
元
二
年

(
一
一
九
六
)

を
契
機
と
し
て
言
論
活
動
が
封
殺
さ
れ
︑
金
と
の
戰
爭
を
行
っ
た
﹁
開
禧
用
兵
﹂
の
際
に
は
魏
了
�
を
含
め
て
三
名
の
反
對
者
し
か
な
か
っ
た

と
述
べ
ら
れ
る
︒
そ
し
て
理
宗
�
の
時
代
に
入
っ
て
も
﹁
獻
\
﹂
(賄
賂
の
Ï
り
取
り
)
は
行
わ
れ
て
も
﹁
論
思
﹂
(諫
言
)
は
な
さ
れ
な
い
と
い

う
侍
從
の
官
に
對
す
る
世
論
の
批
Y
が
紹
介
さ
れ
る
︒
-
す
る
に
︑
侍
從
の
﹁
論
思
獻
\
﹂
の
機
能
が
韓
侂
冑
︑


彌
b
の
專
權
宰
相
の
時
代

に
お
い
て
ほ
ぼ
機
能
不
Ð
に
陷
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

第
五
の
﹁
五
曰
復
經
筵
舊
典
︑
以
煕
I
學
﹂
に(36

)
︑

國
�
經
筵
之
制
︑
國
初
に
Ñ
く
と
雖
も
︑
歲
增
し
D
益
し
︑
中
葉
に
至
り
て

益
ま
す
ま
す

備
わ
る
︒
其
の
�
�
の
當
に
入
る
べ
き
︑
晏
殊
・
冨

弼
・
孫
奭
・
范
鎭
・
李
淑
・
宋
�
・
歐
陽
脩
・
司
馬
光
・
吕
公
著
・
劉
敞
・
蘇
軾
の
如
き

儔
と
も
が
ら

︑
此
れ
贅
贊
を
待
た
ず
︑
亦
未
だ
殫
舉
を

容
れ
ず
︒
此
外
印
當
世
の
名
儒
に
し
て
身
隱
れ
秩
卑
き
�
れ
ば
︑
則
ち
其
の
�
歷
を
問
わ
ず
︑
必
ず
師
席
以
て
之
を
處
ら
し
め
︑
其
の
致
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し
難
き
を
憚
か
ら
ず
︑
必
ず
禮
を
盡
く
し
以
て
之
を
_ま
ね

く
︒
⁝
⁝
然
る
に
人
�
時
と
し
て
自
ら
政
を
爲
さ
ざ
る
こ
と
�
れ
ば
︑
則
ち
宰
相

®
素
よ
り
親
狎
し
信
任
す
る
�
の
者
を
以
て
其
の
數
に
閏
つ
︒
蓋
し
T
官
多
く
古
誼
を
陳
ぶ
れ
ば
︑
則
ち
必
ず
時
政
を
非そ

し

り
︑
人
�
多
く

經


を
知
れ
ば
︑
則
ち
必
ず
小
人
を
䟽う

と

ん
ず
る
を
慮
る
︒
此
殆
ど
仇
士
良
寵
を
固
む
る
の
謀
と
一
軌
を
出
づ
る
が
如
し
︒
知
ら
ず
︑
此
等

の
職
事
︑
嘗
て
學
に
從
事
し
た
る
者
に
非
ざ
れ
ば
︑
何
ぞ
強
い
て
能
く
す
べ
け
ん
や
︒
⁝
⁝
今
乃
ち
殊
・
弼
・
脩
・
光
・
頥
・
焞
・
熹
・

栻
の
^
に
在
り
て
は
︑
則
ち
其
の
歲
を

玩
あ
な
ど
り

び
日
を
愒
む
さ
ぼ

り
︑
徒
ら
に
具
�
を
爲
し
以
て
陛
下
T
學
の
功
を
à
つ
者
︑
從よ

り
て
知
る
べ
し
︒

と
見
え
る
︒
北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
身
分
や
名
聲
が
高
い
も
の
が
經
筵
官
に
任
用
さ
れ
た
ほ
か
︑
隱
§
し
た
り
身
分
の
低
い
も
の
を
積
極
�

に
經
筵
官
に
登
用
し
て
き
た
が
︑
理
宗
の
卽
位
以
來
︑
經
筵
官
に
値
し
な
い
も
の
が
任
用
さ
れ
て
い
る
現
狀
が
述
べ
ら
れ
る
︒
こ
の
中
で
a
$

す
べ
き
は
﹁
然
る
に
﹂
以
影
の
一
�
で
あ
る
︒
皇
�
が
政
務
に
熱
心
で
な
い
折
に
︑
宰
相
が
時
政
批
Y
を
お
そ
れ
て
︑
自
分
の
配
下
の
も
の
を

經
筵
官
に
つ
け
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
こ
の
部
分
と
M
の
呂
中
﹃
皇
�
中
興
大
事
記
﹄
卷
一
︑﹁
正
言
»
讀
書(37

)
﹂
と
を
比
�
し
て
み
よ
う
︒

人
君
動
息
の
地
︑
曰
わ
く
內
�
︑
曰
わ
く
外
�
︑
曰
わ
く
經
筵
の
三
者
而の

已み

︒
(秦
)
檜
旣
に
內
侍
,
び
醫
師
王
繼
先
と
結
び
上
の
á
旨

を
內
�
に

闖
う
か
が

う
︒
執
政
・
臺
諫
皆
私
人
を
用
い
れ
ば
︑
則
ち
印
外
�
に
彌
â
す
る
�
り
︒
獨
り
經
筵
の
地
︑
乃
ち
人
�
儒
生
を
親

す

る
の
時
︑
其
の
閒
に
�
潤
す
る
�
�
る
を
慮
る
︒
是
に
於
い
て
言
路
を
除
す
れ
ば
︑
必
ず
經
筵
に
與
り
以
て
人
�
の
動
息
・
T
官
の
e
說

を
窺
わ
し
む
︒
甚
だ
し
き
は
其
の
子
熺
を
以
て
侍
讀
を
»
ね
し
め
︑
一
に
以
て
其
の
私
を
行
う
而
已
︒

南
宋
の
專
權
宰
相
秦
檜
が
︑
部
下
を
外
�
に
配
置
し
︑
ま
た
宦
官
や
醫
師
王
繼
先
と
結
ん
で
內
�
の
動
向
を
把
握
し
︑
さ
ら
に
は
經
筵
官
に
臺

諫
や
自
ら
の
息
子
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
皇
�
の
三
つ
の
空
閒
を
完
Ð
に
掌
握
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
經
筵
官
の
問
題
は
ま
た
﹁
仇
士

良
固
寵
愛
之
謀
﹂
の
一
¯
が
�
確
に
捉
え
て
い
る
︒
�
代
の
宦
官
仇
士
良
は
仲
閒
の
も
の
に
﹁
固
權
寵
之
ã
﹂
と
し
て
M
の
よ
う
に
述
べ
た
と

い
う(

38
)

︒癸
酉
︒
仇
士
良
左
衞
上
將
軍
內
侍
監
を
以
て
致
仕
す
︒
其
の
黨
�
り
て
私
第
に
歸
る
に
︑
士
良
敎
う
る
に
權
寵
を
固
む
る
の
ã
を
以
て
曰

わ
く
﹁
天
子
は
閑
せ
し
む
る
べ
か
ら
ず
︒
常
に
宜
し
く
奢
靡
を
以
て
其
の
耳
目
を
娛
ま
せ
︑
日
ご
と
に
怨
た
に
D
ご
と
に
盛
ん
に
︑
Ç
に
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它
事
に
,
ぶ
暇
無
か
ら
し
む
べ
し
︒
然
る
後
︑
吾
輩
以
て
志
を
得
ん
︒
愼
み
て
之
に
讀
書
し
︑
儒
生
を
親

す
る
こ
と
勿
か
ら
し
め
よ
︒

彼
�
代
の
興
æ
を
見
れ
ば
︑
心
憂
懼
を
知
り
︑
則
ち
吾
輩
踈
斥
せ
ら
れ
ん
︒﹂
と
︒
其
の
黨
拜
謝
し
て
去
る
︒

皇
�
に
絕
え
ず
怨
し
い
娛
樂
を
提
供
す
る
と
共
に
︑
政
治
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
な
い
よ
う
に
讀
書
を
さ
せ
ず
︑
ま
た
儒
學
の
徒
を

づ
け
な
い

よ
う
に
さ
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
︒
魏
了
�
は
恐
ら
く
彼
の
生
き
た
時
代
に
お
け
る
經
筵
官
の
あ
り
方
に
お
い
て
︑
韓
侂
冑
や


彌
b
な
ど
の

專
權
宰
相
に
よ
る
仇
士
良
の
﹁
固
權
寵
之
ã
﹂
が
實
際
に
行
わ
れ
て
い
る
樣
子
を
見
て
取
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

第
六
に
﹁
六
曰
復
臺
諫
舊
典
︑
以
公
黜
陟
﹂
に(39

)
︑

國
�
臺
諫
官
の
制
︑
�
居
未
だ
嘗
て
相
見
せ
ず
︒
事
を
論
ず
れ
ば
相

謀
は
か
り
ご
と

を
爲
さ
ず
︒
長
官
と
雖
も
︑
亦
關
白
す
る
無
し
︒
故
に
臺
臣

の
事
を
論
ず
る
に
︑
諫
官
以
て
然
り
と
爲
さ
ず
︑
諫
官
事
を
論
じ
︑
而
る
に
臺
臣
言
わ
ざ
る
を
以
て
罷
む
る
者
︑
時
時
之
�
り
︒
靖
康
閒

に
至
り
て
︑
李
光
・
馮
澥
の
爭
︑
º
此
の
$
を
存
す
︒
中
興
以
來
︑
臺
諫
官
の
居
る
�
︑
别
に
六
宅
と
爲
す
も
︑
合
し
て
一
門
と
爲
し
︑

以
て
è
牆
徃
來
す
る
を
得
る
は
︑
大
い
に
故
典
に
戾も

と

る
︒
蓋
し
先
�
臺
諫
未
だ
嘗
て
%
接
せ
ざ
る
�
以

ゆ
え
ん

の
者
は
︑
其
の

各
お
の
お
の

己
が
見
を
盡

く
さ
ん
と
欲
し
︑
相

謀
は
か
り
ご
と

を
爲
さ
ず
︒
秦
檜
專
政
し
て
自
り
︑
臺
諫
の
除
¹
︑
悉
く
密
Ñ
に
由
り
︑
之
に
風
し
以
て
執
政
を
彈
擊
し
其

䖏
を
補
わ
し
む
︒
緫
べ
て
臺
諫
と
號
し
︑
職
分
别
無
し
︒
故
に
顯
か
に
@
比
を
爲
す
も
︑
人
以
て
衣
と
爲
さ
ず
︒
⁝
⁝
侂
胄
の
秦
の
轍
を

踵
む
こ
と
︑
一
軌
を
出
づ
る
が
如
し
︒
先
�
の
初
政
自
り
︑
吴
獵
と
劉
德
秀
同
に
臺
に
入
り
︑
一
薰
一
蕕
︑
命
中
自
り
出
で
︑
人
已
に
事

勢
の
衣
な
る
を
知
る
︒
重
ね
て
以
て
韓
氏
日
ご
と
に
盛
ん
に
︑
德
秀
を
接
助
し
︑
同
時
の
善
類
︑
一
網
打
盡
せ
ら
る
︒
是
由
り
臺
諫
皆
私

人
を
用
い
︑
或
は
風
指
を
"
示
し
︑
或
は
時
$
に
E
合
し
︑
公
論
拂
鬱
と
し
︑
�
綱
紛
擾
す
︒
⁝
⁝
其
の
後
凡
そ
臺
諫
を
除
¹
す
る
に
︑

必
ず
!
に
先
ん
じ
て
見
を
L
い
︑
餉
る
に
酒
肴
を
以
て
し
︑
事
を
論
ず
る
の
時
に
,
び
て
は
︑
印
尺
鯵
を
以
て
徃
復
し
︑
先
に
Ð
藁
を
繳

し
︑
是
な
れ
ば
則
ち
之
に
聽

し
た
が

い
︑
否
な
れ
ば
則
ち
之
を
易
う
︒
官
職
の
崇
卑
を
M
序
し
︑
日
分
の
先
後
を
挨
排
し
︑
兌
易
Ç
奄
す
れ
ば
︑

®
ね
D
末
に
至
る
も
︑
風
者
以
て
怪
と
爲
さ
ず
︑
論
者
以
て
恥
と
爲
さ
ず
︒
其
後
に
,
ぶ
や
︑
臺
諫
人
に
語
ぐ
る
に
必
ず
曰
わ
く
︑

來

の
�
字
︑
皆
是
れ
府
第
よ
り
付
出
す
︑
と
︒
臣
始
め
之
を
疑
う
︒
一
日
李
知
孝
臣
が
爲
に
言
い
て
曰
わ
く
︑
昨
ご
ろ
論
ず
る
�
の
洪
咨
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䕫
・
胡
夢
昱
︑
乃
ち
府
第
よ
り
Ð
�
を
付
岀
す
︑
と
︒
審
ま
こ
と

に
諸
人
の
言
の
如
く
︑
則
ち
印
m
藳
の
外
に
出
づ
︒
故
に
人
臺
諫
を
謂
い
て

鷹
犬
之
に
若
か
ず
と
爲
す
︑
と
︒

と
見
え
る
︒
本
來
︑
御


臺
官
と
諫
官
は
%
液
せ
ず
︑
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
﹁
言
事
﹂
(政
事
批
Y
)
を
行
う
官
職
で
あ
っ
た
が
︑
南
宋
よ
り
役
宅

が
一
緖
と
な
り
î
來
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
專
權
宰
相
秦
檜
の
時
代
と
な
る
と
︑﹁
密
Ñ
﹂
に
よ
り
臺
諫
の
人
事
を
行
い
︑
臺
諫
に
敵

對
す
る
執
政
の
彈
云
を
行
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
風
潮
は
韓
侂
冑
︑


彌
b
の
專
權
宰
相
の
時
代
も
續
い
た
よ
う
で
あ
り
︑
臺
諫
に
專

權
宰
相
の
部
下
が
付
け
ら
れ
る
と
共
に
︑
彼
ら
の
行
う
上
奏
�
書
は
府
第

(專
權
宰
相
の
役
宅
)
か
ら
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ

る
︒
ま
さ
に
︑
臺
諫
が
專
權
宰
相
の
﹁
鷹
犬
﹂
以
下
に
成
り
下
が
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(

40
)

︒
以
�
﹁
宋
代
の
言
路
官
に
つ
い
て
﹂
(﹃



學
雜
誌
﹄
一
〇
一

−

六
︑
一
九
九
二
年
)
と
い
う
論
�
を
發
表
し
た
際
に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
︑
本
來
︑
宰
執
を
中
心
と
し
た
行
政
府
に
對

し
て
言
事
を
行
う
立
場
に
あ
る
臺
諫
は
獨
立
性
を
保
持
す
る
た
め
︑
宰
執
の
親
族
竝
び
に
推
薦
者
の
就
任
を
ï
け
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た

が
︑
こ
の
原
則
は
旣
に
王
安
石
の
執
政
時
!
頃
よ
り
M
第
に
�
れ
て
い
き
︑
宰
執
と
臺
諫
と
の
閒
に
極
め
て
強
い
人
事
關
係
が
發
生
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
︒
南
宋
の
專
權
宰
相
の
時
代
は
Ç
に
こ
の
傾
向
が
強
ま
る
と
共
に
︑
臺
諫
の
�
書
の
發
信
源
と
し
て
宰
相
の
役
宅
も
し
く
は
私

宅
と
の
關
係
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

第
七
と
し
て
﹁
七
曰
復
制
誥
舊
典
︑
以
謹
命
令
﹂
に
は(41

)
︑

國
�
尙
お
�
代
制
誥
の
^
に
倣
い
︑
名
號
紛
紛
た
る
こ
と
︑
殫
述
す
べ
か
ら
ず
︒
大
抵
內
制
の
臣
︑
大
詔
令
・
外
國
書
e
草
を
許
さ
し
む

る
に
自
る
の
外
︑
凡
そ
册
拜
の
事
︑
召
し
入
れ
て
面
諭
し
︑
當
に
奏
稟
す
べ
き
�
れ
ば
︑
則
ち
君
臣
の
閒
に
Ç

相

こ
も
ご
も
あ
い

可
否
し
︑
旋
ち
增
損

を
爲
し
︑
以
て
舊
制
に
合
す
︒
乘
輿
行
幸
す
れ
ば
︑
則
ち
侍
從
以
て
]
問
に
備
え
︑
L
對
�
れ
ば
則
ち
ð
班
せ
ら
れ
ず
︑
奏
�
れ
ば
則
ち

事
榜
子
を
用
い
︑
三
省
密
院
に
關
白
す
れ
ば
︑
則
ち
合
に
諮
報
を
用
い
て
名
せ
ざ
る
べ
し
︒
號
し
て
內
相
と
曰
う
�
以
の
者
は
︑
人
�
と

古
今
を
上
下
し
︑
宣
猷
出
令
す
る
を
得
︑
其
の
重
き
こ
と
蓋
し
如

か
く
の

此
ご
と
し

︒
外
制
の
臣
︑
六
ñ
を
分
治
し
︑
命
令
を
行
う
を
掌
り
︑
ñ
に
隨

い
て
制
に
當
る
︒
凡
そ
事
に
當
を
失
す
る
�
れ
ば
︑
以
て
論
奏
封
駮
す
る
を
得
︒
每
旦
省
に
詣
り
︑
紫
á
閣
下
に
卽
き
て
制
を
草
し
︑
宰
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執
堂
を
出
づ
る
を
俟
ち
て
︑
始
め
て
下
直
す
る
を
得
︒
⁝
⁝
故
事
︑
百
官
除
¹
未
だ
吿
を
>
け
ず
し
て
而
か
る
後
に
職
に
供
す
る
こ
と
�

ら
ず
︒
贈
禭
を
ó
命
す
る
の
制
と
雖
も
︑
亦
日
を
踰
え
ざ
る
也
︒
中
興
多
故
自
り
︑
始
め
て
吿
を
>
く
る
を
候
た
ず
し
て
先
M
供
職
の
命

�
り
︒
因
循
日
び
久
し
く
︑
|
い
て
故
常
と
爲
り
︑
大
い
に
命
官
の
初
$
を
失
う
︒
四
十
年
來
に
迨
び
て
︑
則
ち
事
日
ご
と
に

益
ま
す
ま
す

衣
り
︑

而
し
て
其
の
大
-
は
則
ち
內
制
之
を
先
に
失
し
︑
外
制
之
を
後
に
失
し
︑
凡
そ
皆
柄
臣
に
牽
制
せ
ら
れ
︑
其
の
爲
を
施
す
を
得
ず
︒
⁝
⁝


歲
に
至
り
て
︑
印
�
比
に
非
ず
︑
徃
徃
两
學
士

各
お
の
お
の

一
制
を
爲つ
く

り
︑
或
は
宰
相
の
塗
改
を
經
て
︑
其
の
一
を
取
り
て
宣
布
と
爲
し
︑
其

の
一
を
裁た

ち
て
答
詔
と
爲
し
︑
相
承
く
る
こ
と
旣
に
久
し
く
︑
人
衣
と
爲
さ
ず
︒
此
內
制
之
を
先
に
失
す
る
也
︒
其
の
外
制
を
爲
る
者
︑

旣
に
詞
頭
を
得
れ
ば
︑
旋
ち
に
假
手
を
營
む
︒
臣
泰
・
禧
に
み
る
�
の
者
︑
º
お
五
日
十
日
の
限
�
り
︑

歲
に
至
り
て
は
︑
!
に
愆
う

こ
と
已
に
甚
だ
し
︑
凡
そ
邇
列
に
在
り
て
は
︑
º
お
V
D
»
旬
に
至
り
て
而
る
後
吿
を
>
け
︑
外
の
監
司
・
帥
守
︑
則
ち
已
に
一
考
に
,

び
て
º
お
怨
除
を
帶
す
る
者
�
り
︒

と
見
え
る
︒
皇
�
の
命
令
�
書
﹁
制
誥
﹂
は
內
制
と
外
制
と
に
分
か
れ
る
︒
內
制
を
つ
か
さ
ど
る
�
林
學
士
は
后
妃
の
册
立
︑
三
省
の
長
官
の

除
拜
の
際
に
用
い
ら
れ
る
册
書
︑
軍
國
の
大
事
や
僕
射
︑
¯
度
使
な
ど
の
叙
任
の
時
に
用
い
ら
れ
る
制
書
︑
待
制
や
觀
察
使
な
ど
の
叙
任
に
用

い
ら
れ
る
詔
書
︑
宗
祀
や
大
號
令
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
御
札
な
ど
の
起
草
に
當
た
る
︒
皇
�
直
屬
の
�
林
學
士
は
︑
上
奏
の
際
の
﹁
榜
子
﹂︑

三
省
・
樞
密
院
へ
の
﹁
諮
報
﹂
と
呼
ば
れ
る
獨
特
の
�
書
形
式
の
使
用
が
許
さ
れ
た
ほ
か
︑﹁
內
相
﹂
と
稱
さ
れ
る
ほ
ど
地
位
も
極
め
て
高

か
っ
た
︒
宰
相
の
拜
命
や
國
家
の
重
大
事
に
關
わ
る
場
合
は
︑
皇
�
は
夜
V
に
內
東
門
小
殿
に
て
學
士
院
に
當
直
す
る
�
林
學
士
を
呼
び
出
し

て
直
接
命
令
を
下
し
︑
�
林
學
士
は
學
士
院
に
て
起
草
し
た
�
書
を
內
廷
に
提
出
す
る
︒
一
方
︑
外
制
を
擔
當
す
る
中
書
舍
人
は
內
制
以
外
の

皇
�
の
命
令
�
書
の
起
草
に
當
た
る
が
︑
こ
ち
ら
は
宰
相
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
る(42

)
︒
中
書
舍
人
は
單
に
宰
相
の
命
を
>
け
︑
皇
�
の
命
令
�

書
を
起
草
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
封
U
詞
頭
﹂
と
呼
ば
れ
る
起
草
を
拒
否
す
る
權
限
も
�
し
て
い
た
︒
こ
れ
が
本
來
の
形
で
あ
る
が
︑
南
宋

以
後
︑
兩
制
が
作
成
し
た
官
吿
を
>
け
る
�
に
叙
任
の
命
令
が
出
さ
れ
る
︑
兩
制
の
區
別
が
無
く
な
る
︑
兩
制
の
�
書
へ
の
專
權
宰
相
の
關
與
︑

あ
る
い
は
官
吿
が
な
か
な
か
出
さ
れ
な
い
な
ど
の
�
�
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
の
問
題
と
關
わ
る
點
を
指
摘
し
て
お
く
︒
南
宋
!
︑
直
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學
士
院
あ
る
い
は
直
舍
人
院
と
い
う
形
で
他
官
を
帶
び
る
者
の
»
任
が
廣
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
ま
た
定
員
の
減
少
や
缺
員
の
一
般
�
な

ど
の
現
象
が
起
こ
っ
て
く
る
︒
こ
の
結
果
︑
秦
檜
專
權
!
に
は
﹁
封
駁
﹂︑﹁
封
U
詞
頭
﹂
と
い
う
行
政
府
に
對
す
る
衣
議
申
し
立
て
の
機
能
も

事
實
上
機
能
し
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
る(43

)
︒

第
八
と
し
て
﹁
八
曰
復
聽
言
舊
典
︑
以
&
下
�
﹂
に
は(44

)
︑

祖
宗
の
盛
時
︑
�
を
>
け
事
を
决
す
る
に
︑
或
い
は
日
午
に
至
る
︒
其
の
奏
事
已
に
久
し
き
こ
と
�
り
て
︑
餘
班
悉
く
は
引
す
る
あ
た
わ

ざ
れ
ば
︑
則
ち
太
官
に
命
じ
て
殿
廬
に
卽
し
て
食
を
賜
い
︑
或
い
は
輔
臣
未
だ
o
か
ざ
れ
ば
︑
亦
食
を
殿
門
に
賜
い
︑
食
巳
め
ば
再
坐
し
︑

復
た
餘
班
を
引
く
︒
仁
宗
の
初
︑
群
臣
引
對
十
九
班
に
至
る
に
未
だ
厭
か
ず
︒
其
の
後
︑
�
殿
奏
事
五
班
を
過
ぎ
ず
︑
仍な

お
詔
し
て
辰
時

以
�
常
に
一
班
を
留
め
︑
以
て
御


諫
官
の
L
對
す
る
者
を
待
た
し
む
︒
纍
�
相
承
け
︑
®
ね
此
の
c
を
用
う
︒
⁝
⁝
秦
・
韓
柄
國
せ
し

自
り
︑
神
氣
を
視
る
こ
と
奩
篋
中
の
物
の
如
く
︑
占
吝
把
握
す
︒
惟
だ
人
の
言
�
る
を
懼
れ
︑
日
ご
と
に
二
班
を
引
す
る
と
雖
も
︑
º
お

ð
下
す
る
こ
と
多
く
︑
每
�
奏
對
︑
®
ね
辰
初
に

蓋
ふ
さ
が

る
︒
號
し
て

侍
の
官
と
爲
す
も
︑
未
だ
嘗
て
宴
閒
に
侍
り
て
︑
從
容
獻
\
す
る

を
獲
ず
︒
己
が
見
を
陳
べ
ん
と
欲
す
れ
ば
︑
先
ず
閤
門
に
白
す
︒
經
筵
T
讀
の
官
を
以
て
す
と
雖
も
︑
º
お
!
に
先
ん
じ
て
奏
事
の

�

無

あ
り
や
な
き
や

を
問
わ
る
︒
二


直
�
を
聽ゆ
る

さ
る
と
雖
も
︑
亦
た
閤
門
に
關
し
て
︑
乃は
じ

め
て
敢
え
て
e
對
す
︒
其
の
二
班
の
數
に
在
り
し
者
︑
則

ち
印
姑
ら
く
具
�
と
爲
り
︑
以
て
苟
免
を
求
む
︒
職
事
官
或
は
輪
對
に
當
た
る
も
︑
�
除
を
以
て
辭
と
爲
す
に
非
ざ
れ
ば
︑
必
ず
疾
に
託

す
る
を
以
て
吿
に
在
り
︒
夫
の
�
謂
脩
德
︑
�
謂
T
學
︑
此
れ
古
者
大
臣
君
を
格た

だ

す
の
-
義
な
る
に
︑
今

Ç
こ
も
ご

も
相
吿
語

つ

げ
て
曰
わ
く

﹁
第
だ
脩
德
T
學
と
言
え
ば
︑
則
ち
號
し
て
正
大
と
爲
し
︑
實
に
時
政
を
拂た

だ

す
こ
と
無
く
︑
第
だ
上
の
身
を
攻
め
れ
ば
︑
則
ち
外
に
訐
直

を
示
し
︑
實
に
時
宰
に
忤
う
こ
と
無
し
︒﹂
と
︒
嗚
呼
︑
士
氣
の
壞
る
る
こ
と
︑
一
に
此
に
至
る
︒

と
見
え
る
︒
宋
代
の
御
�
會
議
は
�
も
盛
ん
な
時
!
に
は
午
時

(午
�
一
一
時
～
一
三
時
)
ま
で
に
も
,
び
︑
ま
た
仁
宗
初
!
に
は
十
九
班
に
,

ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
仁
宗
時
!
に
�
殿
視
�
五
班
︑
辰
時

(午
�
七
時
～
九
時
)
以
�
に
於
い
て
臺
諫
の
た
め
に
一
班
が
確
保
さ
れ

る
と
い
う
の
が
&
例
と
な
っ
た(45

)
︒
秦
檜
︑
韓
侂
冑
の
專
權
!
に
は
二
班
と
い
う
班
數
と
な
っ
た
上
︑
時
閒
が
辰
初

(午
�
七
時
)
ま
で
に
限
定
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さ
れ
た
た
め
︑
後
日
に
回
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
さ
ら
に
本
來
﹁
對
﹂
の
優
先
�
な
權
利
を
得
て
い
る
は
ず
の
侍
從
︑
經
筵
官
︑
二


な
ど
も

ま
ず
﹁
閤
門
司(46

)
﹂
に
申
し
出
る
必
-
が
あ
り
︑
さ
ら
に
﹁
轉
對
﹂
に
當
た
っ
た
職
事
官
は
﹁
�
除
﹂
(
昇
e
)
や
﹁
託
疾
﹂
(病
氣
)
に
か
こ
つ

け
て
辭
o
す
る
傾
向
と
な
っ
た
と
い
う(47

)
︒
こ
れ
は
專
權
宰
相
の
政
治
に
Â
ら
う
こ
と
を
ï
け
る
氣
風
が
漂
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
︒
こ

の
後
段
に
於
い
て
﹁
太
學
生
伏
闕
﹂﹁
登
聞
鼓
院
﹂
の
問
題
に
言
,
し
︑
學
生
の
訴
え
に
つ
い
て
は
聞
き
入
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
b
方
に
液
さ

れ
る
な
ど
の
處
分
が
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
,
び
﹁
登
聞
鼓
院
﹂
に
設
け
ら
れ
た
箱
へ
の
投
書
に
つ
い
て
は
必
ず
內
容
の
確
[
が
行
わ
れ
︑
時

政
批
Y
で
な
く
し
て
は
じ
め
て
>
領
さ
れ
る
と
い
う
狀
況
が
述
べ
ら
れ
る(48

)
︒

秦
檜
專
權
下
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
︒﹁
輪
對
﹂
の
機
會
を
與
え
ら
れ
た
者
が
︑
病
氣
に
か
こ
つ
け
て

﹁
對
﹂
を
ï
け
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
︑
わ
ず
か
に
大
理
寺
官
の
﹁
輪
對
﹂
が
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
る
︒
そ
の
原
因
は
秦
檜
が
︑

他
の
者
が
皇
�
に
$
見
を
述
べ
る
こ
と
を
3
っ
た
た
め
だ
と
す
る(49

)
︒
專
權
宰
相
下
に
お
い
て
﹁
對
﹂
の
機
會
が
縮
小
さ
れ
︑
嚴
し
い
瓜
制
下
に

置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

第
九
と
し
て
﹁
九
曰
復
三
衙
舊
典
︑
以
強
本
�
﹂
に(50

)
︑

國
�
三
衙
の
制
︑
藝
祖
の
開
基
自
り
︑
�
代
を
監
觀
し
︑
腹
心
の
臣
を
擇
び
︑
以
て
禁
旅
を
掌
ら
し
む
︒
數
を
爲
す
こ
と
凡
そ
十
餘
萬
︑

強
幹
¶
荏
︑
王
室
を
藩
と
し
︑
京
師
を
重
ん
ず
る
�
以
の
-
c
也
︒
中
葉
以
影
︑
|
い
て
驕
惰
を
爲
し
︑
崇
・
觀
に
至
り
て

滋
い
よ
い

よ
甚
だ

し
︒
高
俅
恩
を
以
て
ù
せ
ら
れ
︑
則
ち
紀
律
盡
く
弛
み
︑
@
か
に
三
萬
人
を
存
す
る
の
み
︒
靖
康
の
禍
︑
京
師
û
¶
し
︑
夷
狄
慿
陵
す
る

こ
と
︑
蓋
し
此
に
基
く
︒
中
興
以
來
︑
首
め
に
�
轍
を
監

か
ん
が

み
︑
旣
に
其
の
^
を
嚴
に
し
︑
印
操
る
�
を
謹
む
︒
艱
難
多
故
の
時
と
雖
も
︑

辛
企
宗
・
王
瑗
の
驕
蹇
︑
典
𠛬
を
廢
せ
ず
︒
⁝
⁝
大
抵
慶
元
以
來
の
用
い
る
�
︑
皆
私
恩
に
報
い
︑
權
勢
を
固
む
︒
嘉
定
以
來
の
用
い
る

�
︑
皆
以
て
厮
役
に
供
し
︑
賄
賂
を
征
し
︑
甚
だ
祖
宗
重
に
居
り
て
輕
き
を
御
す
る
の
$
を
失
す
︒

と
見
え
る
︒
宋
代
の
禁
軍
の
中
核
を
爲
す
﹁
三
衙
﹂
の
人
數
が
十
餘
萬
か
ら
三
萬
へ
と
減
少
し
た
上
︑
軍
規
が
弛
ん
で
い
き
︑
そ
の
結
果
と
し

て
靖
康
の
變
が
起
こ
っ
た
と
す
る
︒
た
だ
︑
南
宋
の
當
初
は
北
宋
の
失
敗
を
反
省
し
︑
軍
þ
を
嚴
^
し
た
上
︑
嚴
し
い
軍
規
に
よ
っ
て
處
罰
を
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行
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
韓
侂
冑
專
權
下
に
お
い
て
は
私
恩
に
報
い
︑
權
力
を
固
め
る
こ
と
に
つ
と
め
る
よ
う
に
な
り
︑


彌
b
專
權
下
に
お
い
て

は
宰
相
の
個
人
�
な
目
�
に
軍
þ
を
使
役
し
︑
賄
賂
が
橫
行
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る(51

)
︒

第
十
と
し
て
﹁
十
曰
復
制
閫
舊
典
︑
以
出
私
$
﹂
に(52

)
︑

國
初
首
め
て
�
末
五
代
の
�
に
創こ

り
︑
牧
守
を
以
て
藩
鎭
に
易
え
︑
詩
書
を
以
て
干
戈
に
易
う
︒
百
年
の
閒
︑
閒ま
ま

疆
埸
の
�
�
り
と
雖
も
︑

絕
え
て
蕭
墻
の
患
無
く
︑
則
ち
國
勢
を
以
て
¶
し
と
雖
も
︑
民
心
搖
る
が
ず
︒
蓋
し
I
祖
神
宗
綱
常
を
立
て
︑
倫
理
を
厚
く
し
︑
以
て
上

に
本
を
端
し
源
を
澄
ま
し
︑
先
正
大
老
も
て
賢
侫
を
別
ち
︑
義
利
を
"
ら
か
に
し
︑
以
て
下
に
經
を
�
え
紀
を
陳
ね
︑
聚
歛
し
以
て
根
本

を
撥
せ
ず
︑
黷
武
し
以
て
戎
姦
を
Ñ
か
ず
︒
立
國
の
規
若

か
く
の

此
ご
と
く

︑
其
の
形
¶
し
と
雖
も
︑
其
の
本
は
則
ち
強
し
︒
然
れ
ど
も
柄
臣
爲
る
者

窺
か
に
罅
隙
を
見
︑
必
ず
和
戰
二
字
を
挾
み
以
て
招
權
固
位
の
計
を
爲
す
︒
王
安
石
政
を
得
る
や
︑
首
ず
冨
國
強
兵
を
以
て
自
任
し
︑
是

に
於
い
て
旁
&
�
を
置
き
以
て
上
$
を
悅
ば
せ
︑
三
司
使
の
權
を
分
か
ち
以
て
�
廷
に
歸
す
︒
府
庫
旣
に
閏
つ
る
や
︑
其
の
醜
類
を
Ï
わ

し
南
征
西
伐
し
︑
人
を
勞
し
財
を
費
し
︑
以
て
空
虗
の
地
を
奉
じ
︑
㨗
¥
を
張
皇
し
︑
敗
報
を
掩
!
し
︑
以
て
人
�
を
欺
か
し
め
︑
卒
に

之
師
を
失
い
律
を
失
し
︑
乘
輿
を
震
驚
せ
し
む
︒

と
見
え
る
︒﹁
制
閫
﹂
(制
置
使
)
を
中
心
と
し
た
國
內
邊
境
防
衞
の
問
題
に
つ
い
て
︑
國
家
の
根
本
を
強
く
す
る
こ
と
を
�
張
す
る
︒
こ
の
根

本
と
は
﹁
立
綱
常
﹂﹁
厚
倫
理
﹂﹁
别
賢
侫
﹂﹁
"
義
利
﹂﹁
�
經
陳
紀
﹂
と
い
っ
た
表
現
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
王
安
石
が
行
っ
た
﹁
富
國
強

兵
﹂
策
�
な
も
の
で
は
な
く
c
德
︑
精
神
�
な
い
わ
ゆ
る
﹁
�
治
�
義
﹂
�
な
方
向
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
專
權
宰
相
は
閒
隙
を
突

い
て
﹁
T
和
﹂﹁
�
戰
﹂
の
兩
面
か
ら
權
力
を
固
め
よ
う
と
劃
策
す
る
︒
�
者
﹁
T
和
﹂
の
代
表
が
秦
檜
︑


彌
b
︑
後
者
﹁
�
戰
﹂
の
代
表

と
し
て
韓
侂
冑
の
や
り
方
が
省
略
し
た
部
分
に
述
べ
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
︑﹃
鶴
山
先
生
大
Ð
�
集
﹄
卷
二
〇

﹁
乙
未
秋
七
D
特
班
奏
事
﹂
お
い
て
︑﹁
制
閫
﹂
に
十
分
經
驗
を
積
ん
だ
官
僚
が
任
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
︑
安
撫
使
の
權
限
が
¶
ま
り
︑
一
部

の
制
置
使
に
權
限
が
集
中
し
て
い
る
と
い
っ
た
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

�
後
に
こ
の
十
條
よ
り
な
る
﹁
應
詔
封
事
﹂
を
提
出
し
た
$
圖
が
述
べ
ら
れ
る
が
︑
そ
の
核
心
部
分
を
爲
す
の
は
M
の
一
¯
で
あ
る(53

)
︒

― 81 ―

447



且
つ
哲
宗
皇
�
元
豐
八
年
の
春
自
り
︑
元
祐
九
年
の
夏
に
至
り
て
紹
I
と
改
元
す
︒
凡
そ
十
年
を
靜
觀
し
而
る
後
に
親
政
す
︒
臣
�
に
舉

ぐ
る
�
の
元
祐
人
才
の
盛
︑
其
れ
實
に
宣
仁
I
烈
皇
后
之
を
爲
す
也
︒
其
の
改
元
自
り
後
︑
則
ち
反
て
�
に
�
ば
す
︒
是
の
時
范
祖
禹
固

よ
り
嘗
て
言
�
り
て
曰
わ
く
﹁
方
今
の
親
政
︑
乃
ち
宋
室
隆
替
の
本
︑
社
稷
安
危
の
基
︑
天
下
治
亂
の
端
︑
生
民
休
戚
の
始
︑
君
子
小
人

e
o


長
の
際
︑
天
命
人
心
去
就
離
合
の
時
也
︒﹂
と
︒

｢應
詔
封
事
﹂
の
中
で
は
一
貫
し
て
﹁
元
祐
時
代
﹂
を
�
も
理
想
�
な
政
治
の
時
代
と
し
て
捉
え
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
哲
宗
が
親
政
を
開
始
し
︑

神
宗
時
代
の
政
治
に
戾
ろ
う
と
し
た
結
果
︑
す
べ
て
が
水
泡
に
歸
し
て
い
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
魏
了
�
は
理
宗
の
親
政
開
始
に
哲
宗
親

政
の
故
事
を
重
ね
︑
親
政
開
始
時
に
范
祖
禹
が
哲
宗
を
諫
め
た
言
葉
を
引
用
す
る
︒
恐
ら
く
理
宗
に
過
去
の
政
治
の
歷


と
︑
理
宗
自
身
が
體

驗
し
た


彌
b
專
權
下
の
政
治
の
兩
者
と
を
見
極
め
︑
親
政
開
始
と
い
う
現
時
點
に
お
い
て
正
し
い
方
向
を
模
索
し
て
欲
し
い
こ
と
を
理
宗
に

對
し
て
願
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

魏
了
�
の
﹁
應
詔
封
事
﹂
は
﹃
宋


﹄
卷
四
三
七
魏
了
�
傳
に
﹁
上
之
を
讀
み
感
動
し
︑
卽
ち
に
經
筵
に
お
い
て
之
を
舉
げ
て
成
誦
せ
し
む
︒

其
の
後
︑
舊
典
皆
其
の
初
に
復
す
︒﹂
と
記
さ
れ
る
も
の
の
︑
實
際
に
實
行
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
同
傳
に
は
そ
の
後

に
﹁
�
に
U
り
て
六
た
び
D
を
閱
し
︑
�
後
二
十
餘
奏
︑
皆
當
時
の
G
務
︒
上
將
に
引
き
て
以
て
政
を
共
に
せ
ん
と
す
る
も
︑
而
る
に
忌
む
者

相
與
に
合
謀
排
擯
し
︑
�
に
安
ん
ず
る
あ
た
わ
ず
︒
執
政
�
に

臣
惟
だ
了
�
を
兵
を
知
り
國
を
體
す
の
み
と
謂
い
︑
乃
ち
端
"
殿
學
士
︑
同

僉
書
樞
密
院
事
を
以
て
京
湖
軍
馬
を
督
視
せ
し
む
︒

會
た
ま
た
ま

江
・
淮
督
府
曾
從
龍
憂
畏
を
以
て
卒
す
れ
ば
︑
µ
せ
て
江
・
淮
を
以
て
了
�
に
付

す
︒﹂
と
記
さ
れ
る
︒
中
央
復
歸
後
行
っ
た
度
重
な
る
上
奏
は
︑
中
央
政
界
の
反
對
勢
力
の
た
め
實
施
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
外
任
に
出
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た(54

)
︒

�
效
性
と
い
う
點
か
ら
す
る
と
﹁
應
詔
封
事
﹂
そ
れ
自
體
は
高
く
�
價
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
ま
た
︑
南
宋
に
と
っ
て
西
夏
︑
金
︑
モ
ン

ゴ
ル
と
の
抗
爭
は
極
め
て
大
き
な
問
題
で
あ
り
な
が
ら
︑﹁
應
詔
封
事
﹂
の
中
で
は
觸
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒
と
い
う
の
は
こ
の
﹁
應
詔
封
事
﹂

が
提
出
さ
れ
た
端
�
元
年

(一
二
三
四
)
以
�
に
︑
西
夏
は
モ
ン
ゴ
ル
に
滅
ぼ
さ
れ
︑
金
も
正
D
に
モ
ン
ゴ
ル
軍
と
南
宋
軍
に
挾
擊
さ
れ
て
滅
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ん
で
お
り
︑
南
宋
に
と
っ
て
一
時
�
に
對
外
問
題
が
小
休
止
し
た
時
!
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
︒
實
際
︑
魏
了
�
の
�
集
に
は

﹁
論
擇
人
分
四
重
鎭
以
備
金
夏
韃
事
﹂︑﹁
奏
論
蜀
邊
墾
田
事
﹂
(嘉
定
十
五
年
﹃
鶴
山
先
生
大
Ð
�
集
﹄
卷
一
六
)
︑﹁
被
召
除
禮
部
尙
書
內
引
奏
事
第

四
箚
子
︑
第
五
箚
子
﹂
(端
�
元
年
十
D
﹃
鶴
山
先
生
大
Ð
�
集
﹄
卷
一
九
)
︑﹁
乙
未
秋
特
班
奏
事
﹂
(
端
�
二
年
七
D
﹃
鶴
山
先
生
大
Ð
�
集
﹄
卷
二

〇
)
︑﹁
奏
措
置
江
陵
府
三
海
八
櫃
﹂
(端
�
三
年
一
D
﹃
鶴
山
先
生
大
Ð
�
集
﹄
卷
二
八
)
︑﹁
奏
外
寇
未
靜
二
相
不
咸
曠
天
工
而

時
#
﹂
(
端
�
三

年
二
D
﹃
鶴
山
先
生
大
Ð
�
集
﹄
二
九
)
︑﹁
繳
奏
奉
使
復
命
十
事
﹂
(端
�
三
年
五
D
﹃
鶴
山
先
生
大
Ð
�
集
﹄
卷
三
〇
)
な
ど
︑
折
々
︑
金
︑
西
夏
︑

モ
ン
ゴ
ル
に
對
す
る
軍
事
�
な
發
言
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

な
お
︑﹁
應
詔
封
事
﹂
の
提
出
時
!
を
推
定
す
れ
ば
︑﹁
端
�
入
洛
﹂
と
稱
さ
れ
る
中
原
回
復
の
軍
事
行
動
が
行
わ
れ
る
の
が
端
�
元
年
の
五

D
か
ら
八
D
で
あ
り
︑
ま
た
同
時
!
出
さ
れ
た
眞
德
秀
の
﹁
應
詔
封
事
﹂
が
﹁
甲
午
二
D
應
詔
上
封
事
﹂
(﹃
西
山
先
生
眞
�
忠
公
�
集
﹄
卷
第
一

三
)
と
﹁
二
D
﹂
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
︑
恐
ら
く
魏
了
�
の
﹁
應
詔
封
事
﹂
も
二
D
も
し
く
は
三
D
頃
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
︒從

っ
て
︑
ま
さ
に
﹁
應
詔
封
事
﹂
と
は
對
外
勢
力
と
の
戰
闘
が
一
旦
收
ま
り
︑
ま
た


彌
b
が
死
去
し
︑
理
宗
が
親
政
を
開
始
し
た
そ
の
時

に
︑
北
宋
の
元
祐
時
代
を
モ
デ
ル
と
し
て
內
政
の
轉
奄
を
円
議
し
た
も
の
で
あ
り
︑
內
政
と
い
う
觀
點
か
ら
す
る
と
實
に
良
く
︑
北
宋
か
ら
南

宋
の
閒
の
變
�
を
捉
え
た


料
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
應
詔
封
事
﹂
の
內
容
が
呂
中
﹃
皇
�
中
興
大
事
記
﹄
な
ど
に

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
南
宋
時
代
の
人
に
と
っ
て
も
極
め
て
�
確
な
歷


の
變
�
を
捉
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
實
か
ら
も
窺
う

こ
と
が
で
き
る
︒

結

語

�
後
に
鯵
單
な
結
論
を
述
べ
て
お
き
た
い
︒﹁
應
詔
封
事
﹂
が
述
べ
た
內
容
を
槪
括
す
る
な
ら
ば
M
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
魏

了
�
は
北
宋
の
煕
寧
・
元
豐
!
の
怨
法
改
革
を
經
て
︑
南
宋
の
秦
檜
︑
韓
侂
冑
︑


彌
b
の
專
權
宰
相
時
代
へ
の
展
開
を
大
き
な
變
革
!
と
し
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て
捉
え
︑
特
定
の
宰
執
あ
る
い
は
宰
執
に
關
わ
る
特
定
機
關
へ
の
權
力
集
中
と
︑
そ
れ
に
對
應
す
る
形
で
侍
從
︑
臺
諫
︑
經
筵
︑
制
誥
︑
聽
言

な
ど
の
諸
機
能
が
低
下
し
︑
皇
�
と
官
僚
を
繫
ぐ
體
制
が
¶
體
�
し
た
と
い
う
形
で
整
理
す
る
︒
言
い
奄
え
れ
ば
︑
皇
�
が
關
與
す
る
空
閒
の

縮
小
が
南
宋
の
專
權
宰
相
の
政
治
を
招
い
て
い
く
の
で
あ
る
︒
第
一
違
で
取
り
あ
げ
た
﹁
御
�
會
議
﹂
の
問
題
は
こ
の
問
題
の
核
心
を
よ
く
捉

え
て
い
る
︒﹁
分
班
奏
事
﹂
に
代
表
さ
れ
る
︑
多
く
の
衣
な
る
官
僚
か
ら
$
見
を
聽
取
す
る
や
り
方
か
ら
﹁
合
班
奏
事
﹂
へ
の
展
開
は
︑
他
の

官
僚
を
排
除
し
︑
宰
相
と
皇
�
閒
の
パ
イ
プ
︑
と
り
わ
け
特
定
の
宰
相
と
の
關
係
性
を
強
く
す
る
方
向
に
向
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
丁
度
︑

時
!
を
同
じ
く
し
て
北
宋
末
か
ら
皇
�
と
宰
執
閒
の
�
書
の
Ï
り
取
り
に
よ
る
政
策
決
定
の
方
法
で
あ
る
﹁
御
筆
手
詔
﹂
の
方
法
が
發
�
し
て

く
る(

55
)

︒
圖
2
に
示
し
た
と
お
り
︑
御
筆
手
詔
の
方
式
は
從
來
の
三
省
六
部
を
中
心
と
し
た
�
書
處
理
を
皇
�
︑
宰
執
閒
に
よ
る
決
裁
方
式
に
變

え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

冒
頭
に
て
﹁
君
�
獨
裁
政
治
﹂
論
と
﹁
宰
相
權
力
強
�
﹂
の
二
說
に
つ
い
て
そ
の
整
合
�
な
解
釋
の
可
能
性
を
述
べ
た
が
︑
本
論
の
分
析
を

&
し
て
改
め
て
兩
者
に
は
大
き
な
齟
齬
は
な
い
と
考
え
る
︒
つ
ま
り
︑
マ
ク
ロ
�
な
觀
點
で
あ
る
政
治
シ
ス
テ
ム
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
開
封
シ
ス

テ
ム
﹂
か
ら
﹁
杭
州
シ
ス
テ
ム
﹂
と
い
う
下
位
の
政
治
シ
ス
テ
ム
の
變
�
は
起
こ
っ
た
も
の
の
︑
よ
り
上
位
に
位
置
す
る
﹁
君
�
獨
裁
政
治
﹂

の
體
制
は
北
宋
か
ら
南
宋
を
&
じ
て
大
き
な
變
�
は
な
か
っ
た
︒
一
方
︑
ミ
ク
ロ
な
觀
點
か
ら
す
れ
ば
皇
�
と
官
僚
と
の
關
係
性
︑
あ
る
い
は

皇
�
權
力
を
と
り
ま
く
政
策
決
定
の
方
式
に
は
變
�
が
生
じ
︑﹁
君
�
獨
裁
政
治
﹂
の
�
-
部
分
を
機
能
不
Ð
に
陷
ら
せ
︑
專
權
宰
相
に
よ
る

權
力
の
壟
斷
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
︒
以
上
が
こ
れ
ま
で
の
論
爭
に
對
す
る
私
見
で
あ
り
︑
政
治
を
よ
り
多
層
�
︑
多
面
�
に
捉
え
て
い
く
こ

と
が
今
後
の
宋
代
政
治


硏
究
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
︒
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�(1
)

そ
の
一
方
︑
マ
ル
ク
ス
は
ア
ジ
ア
社
會
に
お
い
て
は
︑
世
界


の

發
展
段
階
と
は
衣
な
る
﹁
ア
ジ
ア
�
生
產
樣
式
﹂
が
存
在
し
た
と
も

陳
べ
て
お
り
︑
こ
う
し
た
考
え
方
が
カ
ー
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・

ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル

(
K
a
rl
A
u
g
u
st
W
ittfo
g
e
l)
の
﹃
オ
リ
エ

ン
タ
ル
・
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
︱
︱
專
制
官
僚
國
家
の
生
成
と
�
壞
﹄

(
怨
�
論
︑
一
九
九
一
年
)
や
中
國


硏
究
會
の
﹁
專
制
國
家
論
﹂

と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒

(2
)

足
立
Ñ
二
﹃
專
制
國
家


論
︱
︱
中
國


か
ら
世
界


へ
﹄
(柏

書
ñ
︑
一
九
九
八
年
)
參
照
︒

(3
)

以
上
の
時
代
區
分
論
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
日
本
宋
代
政
治
制
度

硏
究
述
�
﹂
(﹃
宋
代
制
度


硏
究
百
年

(一
九
〇
〇
-二
〇
〇
〇
)﹄︑

商
務
印
書
館
︑
二
〇
〇
四
年
)︑﹁
日
本
宋
代
政
治
硏
究
�
現
狀
與
課

題
﹂
(﹃


學
D
刊
﹄
三
〇
八
︑
二
〇
〇
六
年
)︑
岸
本
美
緖
﹃
風
俗

と
時
代
觀

"
淸


論
集
Ⅰ
﹄
(
硏
�
出
版
︑
二
〇
一
二
年
)
參
照
︒

(4
)

宮
澤
知
之
﹃
宋
代
中
國
の
國
家
と
經
濟
︱
︱
財
政
・
市
場
・
貨

�

︱
︱
﹄
(創
�
社
︑
一
九
八
八
年
)
第
一
部
第
一
違
﹁
北
宋
の
財

政
と
貨
�
機
*
﹂
な
ら
び
に
長
井
千
秋
﹁
中
華
�
國
の
財
政
﹂
(松

田
孝
一
�
﹃
東
ア
ジ
ア
經
濟


の
諸
問
題
﹄
阿
吽
社
︑
二
〇
〇
〇

年
)
參
照
︒
南
宋
に
於
い
て
は
鎭
江
府
︑
円
康
府
︑
鄂
州
︑
利
州
に

總
領
�
が
設
置
さ
れ
て
い
た
︒
魏
了
�
﹁
論
擇
人
分
四
重
鎭
以
備
金

夏
韃
事
﹂
(﹃
鶴
山
先
生
大
Ð
�
集
﹄
卷
一
六
)
に
お
い
て
も
︑
金
︑

西
夏
︑
モ
ン
ゴ
ル
に
對
峙
す
る
邊
境
の
四
重
鎭

(江
︑
淮
︑
襄
︑

蜀
)
の
重
-
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

(5
)

拙
稿
﹁
宋
代
地
方
政
治
管
見
︱
︱
以
箚
子
︑
帖
︑
牒
︑
申
狀
爲

線
索
︱
︱
﹂
(
戴
円
國
�
编
﹃
�
宋
法
律


論
集
﹄
上
海
辭
書
出
版

社
︑
二
〇
〇
七
年
)
な
ら
び
に
﹁
宋
代
�
書
制
度
硏
究
�
一
個
嘗
試

︱
︱
以
﹁
關
﹂
︑﹁
牒
﹂︑﹁
諮
報
﹂
爲
線
索
﹂
(﹃
漢
學
硏
究
﹄
二
七

−

二
︑
二
〇
〇
九
年
)
參
照
︒

(6
)

『政
治

動
態
分
析
﹄
(
岩
波
書
店
︑
一
九
五
九
年
)
參
照
︒
な
お
︑

ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
過
¤
論
�
な
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
宮
澤
¯
生
﹃
法

過
¤
の
リ
ア
リ
テ
ィ
﹄
(信
山
社
︑
一
九
九
四
年
)
參
照
︒

(7
)

王
瑞
來
﹁
論
宋
代
相
權
﹂
(﹃
歷


硏
究
﹄
一
九
九
五
年
第
二
號
)

參
照
︒

(8
)

あ
る
い
は
中
國
人
學
者
が
用
い
る
﹁
決
策
﹂
と
い
う
用
語
も
候
補

と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
朱
瑞
熙
﹃
中
國
政
治
制
度
&



第
六
卷

宋
代
﹄
(人
民
出
版
社
︑
一
九
九
六
)の
第
三
違
﹁
中
央
決

策
體
制
﹂
で
は
﹁
兩
府

(或
三
省
和
樞
密
院
)
�
分
班
和
合
班
奏

事
﹂
︑
﹁
臣
僚
違
奏
︑
臣
僚
上
殿
奏
事
﹂︑﹁
大
臣
留
身
奏
事
﹂︑﹁
臺
諫

官
�
本
職
公
事
﹂
︑﹁
監
司
和
帥
司
�
奏
報
﹂︑﹁
經
筵
官
�
議
論
﹂︑

﹁
士
民
�
上
書
﹂
な
ど
の
項
目
を
立
て
て
論
じ
て
い
る
︒

(9
)

日
本
の
硏
究
者
の
中
に
は
︑
松
本
保
宣
﹃
�
王
�
の
宮
城
と
御
�

會
議
︱
︱
�
代
聽
政
制
度
の
展
開
﹄
(
晃
洋
書
ñ
︑
二
〇
〇
六
年
)

の
よ
う
に
御
�
會
議
と
い
う
語
を
用
い
る
硏
究
者
も
い
る
︒

(10
)

大
江
志
乃
夫
﹃
御
�
會
議

昭
和
天
皇
十
五
回
の
I
斷
﹄
(中
公

怨
書
︑
一
九
九
一
年
)
參
照
︒
大
江
氏
は
第
二
M
世
界
大
戰
下
に
行

わ
れ
た
十
五
回
の
御
�
會
議
を
紹
介
し
て
い
る
︒
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(11
)

呂
中
﹃
宋
皇
�
大
事
記
T
義
﹄
卷
二
﹁
論
對
違
奏
﹂
の
中
に
︑

円
隆
三
年
二
D
︑
詔
百
官
︑
每
五
日
內
殿
轉
對
︑
竝
須
指
陳
得
失
︑

直
書
其
事
︒

國
�
之
制
︑
宰
輔
宣
召
︑
侍
從
論
思
︑
經
筵
留
身
︑
�
苑
夜
對
︑

二


直
�
︑
群
臣
召
對
︑
百
官
轉
對
︑
監
司
郡
守
見
辭
︑
三
館
封

違
︑
小
臣
特
引
︑
臣
民
投
匭
︑
太
學
生
伏
闕
︑
外
臣
附
驛
︑
京
局

發
馬
遞
鋪
︑
蓋
無
一
日
而
不
可
對
︑
無
一
人
而
不
可
言
也
︒
然
太

祖
詔
指
陳
時
政
︑
直
言
其
事
︑
不
在
廣
�
牽
引
︒
太
宗
令
宰
執
樞

密
各
述
�
軍
[
至
靈
武
︑
合
發
軍
糧
多
少
︑
舉
兵
深
入
︑
合
用
兵

機
︑
何
人
將
領
︑
何
人
監
護
︑
直
言
其
事
︑
信
不
必
�
︑
此
皆
聽

言
以
實
也
︒
今
世
不
患
人
�
之
不
求
言
也
︑
而
患
求
之
而
不
,
用
︑

不
患
天
下
之
不
敢
言
也
︑
而
患
盡
言
而
無
�
用
︑
豈
非
病
於
議
論

之
繁
多
歟
︒
太
祖
太
宗
聽
言
以
實
︒

と
見
え
る
︒
下
線
を
施
し
た
の
は
す
べ
て
﹁
對
﹂
の
種
類
で
あ
り
︑

皇
�
が
﹁
視
�
﹂
以
外
に
數
多
く
官
僚
と
接
觸
す
る
機
會
を
�
し
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
︒

(12
)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ
ら
か
た
論
じ
 
わ
っ
て
い
る
の
で
︑
こ

こ
で
は
こ
れ
ま
で
の
拙
論
を
整
理
す
る
形
で
述
べ
て
い
る
︒
詳
し
く

は
拙
著
﹃
宋
代
政
治
結
*
硏
究
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
〇

年
)︑﹃
宋
代
政
治
*
+
硏
究
﹄
(汲
古
書
院
︑
二
〇
一
二
年
)
參
照
︒

(13
)

眞
宗
卽
位
︑
每
旦
御
�
殿
︑
中
書
・
樞
密
院
・
三
司
・
開
封
府
・

審
𠛬
院
,
L
對
官
以
M
奏
事
︒
辰
後
︑
入
宮
尙
食
︑
少
時
︑
出
坐
後

殿
閱
武
事
︑
至
日
中
罷
︑
夜
則
傳
侍
讀
・
侍
T
學
士
詢
問
政
事
︑
或

至
夜
分
U
宮
︑
其
後
以
爲
常
︒

(14
)

｢對
﹂
の
折
に
皇
�
の
側

く
に
宦
官
︑
起
居
a
官
な
ど
の
官
僚

が
存
在
し
て
い
た
か
︑
ま
た
︑
皇
�
と
官
僚
と
の
Ï
り
取
り
に
介
在

す
る
宦
官
︑
女
官
な
ど
が
存
在
し
て
い
た
か
と
い
っ
た
問
題
は
政
策

決
定
過
¤
を
考
え
る
上
で
重
大
な
論
點
と
な
り
う
る
︒
例
え
ば
︑
日

本
の
江
戶
幕
府
に
お
い
て
は
將
軍
と
老
中

(中
國
の
宰
相
に
相
當
)

以
下
の
官
僚
と
の
Ï
り
取
り
を
行
う
際
に
﹁
御
側
御
用
取
M
﹂
と
い

う
官
僚
が
介
在
し
︑
將
軍
が
政
務
を
行
う
御
座
の
閒
で
の
直
接
�
な

對
話
で
あ
れ
︑
�
書
を
&
し
て
の
Ï
り
取
り
で
あ
れ
﹁
御
側
御
用
取

M
﹂
を
&
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
こ
の
役
職
に

就
い
た
も
の
が
老
中
を
越
え
る
大
き
な
權
力
を
�
す
る
現
象
が
出
現

し
た
︒
大
石
愼
三
郞
﹃
將
軍
と
側
用
人
の
政
治
﹄
(
T
談
社
︑
一
九

九
五
年
)
參
照
︒
一
方
︑
宋
代
の
﹁
對
﹂
の


料
の
中
に
は
︑
官
僚

が
皇
�
に
對
し
て
宦
官
を
b
ざ
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
述
べ
て
い
る



料
も
あ
り
︑
理
念
�
に
は
皇
�
と
官
僚
と
の
直
接
�
な
Ï
り
取
り

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(15
)

王
�
雨
﹃
南
宋
宮
廷
�
円
築
布
局
與
君
臣
奏
對
：
以
^
德
殿
爲
中

心
﹄
(﹃


林
﹄
二
〇
一
二
年
第
四
!
)
參
照
︒

(16
)

熊
本
崇
﹁
宋
元
祐
三
省
攷
﹂
(﹃
東
北
大
學
東
洋


論
集
﹄
九
︑
二

〇
〇
三
年
)
な
ら
び
に
王
�
雨
﹁
班
M
分
合
與
政
局
演
變
：
北
宋
三

省
奏
事
制
度
考
﹂
(﹃
“
宋
都
開
封
與
十
至
十
三
世
紀
中
國


”
國
際

學
ã
硏
討
會
曁
中
國
宋


第
十
五
屆
年
會
﹄
論
�
集
︑
二
〇
一
二

年
)
參
照
︒

(17
)

拙
稿
﹁
由
︽
曾
公
j
錄
︾
�
見
宋
代
宰
相
�
政
治
空
閒
﹂
(﹃
宋



硏
究
論
�
集
﹄
(二
〇
一
〇
)
︑
湖
北
人
民
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
)

參
照
︒

(18
)

垂
拱
起
居
︑
h
駕
至
�
德
︑
視
�
o
︒
垂
拱
奏
事
︒
同
m
違
楶
奏
︑
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將
兵
赴
南
牟
會
e
築
︒
制
勘
�
乞
差
錄
問
官
︑
上
旨
差
葉
祖
洽
︑
卞

以
爲
不
可
︑
上
令
差
安
惇
︑
卞
云
：﹁
如
此
庶
#
︒﹂
再
對
︑
余
云
：

﹁
卞
如
此
擇
錄
問
官
︑
不
知
何
$
？
臣
嘗
開
陳
︑
以
謂
序
辰
黨
眾
︑

恐
左
右
營
救
者
多
︑
陛
下
以
謂
誰
敢
爲
營
救
者
︑
臣
言
亦
似
不
妄

矣
︒﹂
曹
誦
乞
罷
軍
權
︑
不
允
︒
蔡
京
等
劄
子
︑
乞
差
親
事
官
|
譯

語
祗
應
︒
從
之
︒
}
慶
蕃
兵
~
多
逋
以
投
漢
人
報
西
羌
︑
經
赦
合
原
︑

特
處
死
︒
殿
帥
斷
魏
吉
不
當
︑
開
封
已
得
旨
放
罪
︑
牒
閤
門
謝
恩
︒

余
以
爲
不
當
︑
上
然
之
︑
令
開
封
府
官
放
罪
︑
殿
�
令
f
�
大
理
取

勘
︑
o
以
吿
三
省
當
立
法
︒
夔
毅
然
以
爲
不
可
止
放
罪
︒

(19
)

都
堂
が
�
た
る
宰
相
・
執
政
會
議
の
場
�
と
し
て
用
い
ら
れ
た
ほ

か
︑﹃
曾
公
j
錄
﹄
の
中
に
は
﹁
o
出
內
東
門
︑
聚
丞
相
廳
︑
議
ó

册
太
妃
︑
封
申
王
,
增
崇
兩
宫
︑
幷
處
中
宮
事
︒﹂
(﹃
曾
公
j
錄
﹄

卷
九
︑
元
符
三
年
正
D
辛
巳
條
)︑﹁
甲
寅
︑
以
L
谥
南
郊
︑
宿
齋
於

尙
書
省
︑
聚
於
左
僕
射
廳
︑
晚
與
邦
直
︑
沖
元
︑
穎
叔
兩
相
聚
︒﹂

(﹃
曾
公
j
錄
﹄
卷
九
︑
元
符
三
年
四
D
甲
寅
)
の
よ
う
に
﹁
丞
相

廳
﹂︑﹁
左
僕
射
廳
﹂
で
の
會
合
に
事
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

さ
ら
に
︑
宮
城
か
ら
o
出
し
た
後
︑
宰
相
・
執
政
は
﹁
東
西
府
﹂
に

戾
る
こ
と
と
な
る
︒
こ
の
﹁
東
西
府
﹂
に
お
い
て
も
議
論
が
な
さ
れ

る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
曾
公
j
錄
﹄
の

中
に
は
﹁
晚
見
沖
元
︑
因
言
﹂
(﹃
曾
公
j
錄
﹄
卷
八
︑
元
符
二
年
八

D
丁
酉
)︑﹁
晚
見
師
朴
等
︑
皆
云
﹂
(﹃
曾
公
j
錄
﹄
卷
九
︑
元
符
三

年
五
D
癸
酉
)
な
ど
︑
東
西
府
で
議
論
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
記

事
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
﹃
續
�

治
&
鑑
長
�
﹄
卷
三
五
八
︑
元
豐
八
年
七
D
庚
戌
の
條
の
﹁
三
省
樞

密
院
言
同
差
除
,
e
m
�
字
︑
理
須
議
者
︑
先
於
都
堂
聚
議
︑
或
ù

假
,
已
歸
東
西
府
︑
聽
§
門
î
來
聚
議
︒
從
之
︒
﹂
の
記
事
が
參
考

と
な
る
︒

(20
)

哲
宗
!
の
政
治


に
つ
い
て
は
楊
小
敏
﹃
蔡
京
蔡
卞
與
北
宋
晚
!

政
局
硏
究
﹄
(中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
)
が
詳
し
い

分
析
を
行
っ
て
お
り
︑
違
惇
︑
蔡
卞
集
團
の
人
�
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
︒
た
だ
︑
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
考
察
が
缺
如
し
て

お
り
︑
部
下
を
殆
ど
�
さ
ず
︑
勢
力
と
し
て
¶
か
っ
た
曾
布
が
ど
の

よ
う
に
哲
宗
に
働
き
か
け
︑
影
�
力
を
行
使
し
得
た
か
に
つ
い
て
の

考
察
が
不
十
分
で
あ
る
︒
そ
の
一
端
を
"
ら
か
に
し
て
く
れ
る
の
が

﹁
同
m
﹂﹁
再
對
﹂﹁
獨
對
﹂
か
ら
な
る
御
�
會
議
の
仕
組
み
で
あ
る
︒

(21
)

王
安
石
が
﹁
留
身
﹂
を
用
い
て
自
己
の
$
見
を
&
し
た
こ
と
が

﹁
呂
誨
上
神
宗
論
王
安
石
姦
詐
十
事
﹂
(﹃
宋
諸
臣
奏
議
﹄
卷
一
〇
九
)

に
見
え
︑
怨
法
の
政
治
手
法
と
し
て
﹁
留
身
﹂
が
用
い
ら
れ
た
可
能

性
が
あ
る
︒
な
お
︑﹁
留
身
﹂
は
徐
度
﹃
却
 
�
﹄
卷
中
に

�


載
姚
崇
爲
相
與
張
說
不
協
︑
他
日
�
︑
崇
曵
踵
爲
�
疾
狀
︒

�
召
問
之
︑
因
得
留
語
︒
印
蔣
伸
爲
�
林
學
士
︑
宣
宗
!
曖
信
︑

一
日
因
語
合
旨
︑
三
起
三
留
曰
︑
他
日
不
復
獨
對
卿
矣
︒
伸
不
喻
︑

未
#
以
本
官
同
�
違
事
︑
以
此
言
之
︑
則
�
宰
相
不
得
獨
對
矣
︒

本
�
宰
執
日
同
e
m
公
事
︑
ù
欲
�
�
密
Ñ
︑
必
先
語
閤
門
︑
使

奏
知
︑
e
m
罷
乃
獨
留
︑
謂
之
留
身
︑
此
與
�
制
頗
衣
︒

と
見
え
る
よ
う
に
︑
宰
執
が
個
人
�
に
皇
�
に
申
し
述
べ
た
い
場
合
︑

閤
門
司
に
&
じ
て
﹁
密
Ñ
﹂
を
皇
�
に
�
り
︑
視
�
 
了
後
に
一
人

留
ま
り
﹁
獨
對
﹂
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
と
あ
り
︑
﹁
留
身
﹂
は
個

別
の
宰
執
が
皇
�
に
働
き
か
け
る
大
き
な
機
會
を
作
り
出
し
て
い
た
︒

た
だ
︑
後
に
な
る
と
專
權
宰
相
は
他
の
宰
執
が
﹁
留
身
獨
對
﹂
を
行
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う
の
を
3
い
︑
皇
�
に
働
き
か
け
︑
制
限
を
行
わ
せ
る
よ
う
に
な
る
︒

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
拙
稿
﹁
宋
代
�
政
治
空
閒
：
皇
�
與
臣
僚
%

液
方
式
�
變
�
﹂
(﹃
基
�
與
變
奏

七
至
二
十
世
紀
�
中
國
﹄
國
立

政
治
大
學
歷


學
系
等
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
)
參
照
︒

(22
)

圖
2
は
拙
著
﹃
科
擧
と
官
僚
制
﹄
(山
川
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
)

に
揭
載
し
た
も
の
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒

(23
)

｢宋
執
政
攷
︱
︱
元
豐
以
�
と
以
後
﹂
(﹃
東
北
大
學
東
洋


論

集
﹄
一
一
︑
二
○
○
七
年
)
參
照
︒

(24
)

｢應
詔
封
事
﹂
は
魏
了
�
﹃
鶴
山
先
生
大
Ð
�
集
﹄
卷
一
八
に
收

錄
さ
れ
て
い
る
︒
版
本
の
中
で
は
﹃
四
部
叢
刊
﹄
本
が
比
�
�
良
い

と
さ
れ
る
が
︑
今
回
は
曾
棗
莊
︑
劉
琳
�
�
﹃
Ð
宋
�
﹄︑
上
海
辭

書
出
版
社
・
安
徽
敎
育
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
卷
七
〇
五
七
︑
魏

了
�
五
︑
一
一
五
-一
三
八
頁
に
よ
っ
た
︒
魏
了
�
の
﹁
應
詔
封
事
﹂

の
外
︑
同
時
!
に
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
眞
德
秀
﹁
甲
午
二
D
應
詔

上
封
事
﹂
(﹃
西
山
先
生
眞
�
忠
公
�
集
﹄
卷
第
一
三
)
な
ど
を
確
[

で
き
る
︒

(25
)

思
想
家
と
し
て
の
魏
了
�
に
つ
い
て
は
胡
昭
曦
・
劉
復
生
・
粟
品

孝
﹃
宋
代
蜀
學
硏
究
﹄

(巴
蜀
書
社
︑
一
九
九
七
年
)︑
�
學
家
と

し
て
の
魏
了
�
に
つ
い
て
は
張
�
利
﹃
魏
了
�
�
學
硏
究
﹄
(中
華

書
局
︑
二
○
○
八
年
)
參
照
︒

(26
)

居
數
D
︑
百
廢
具
舉
︒
彌
b
薨
︑
上
親
庶
政
︑
e
華
�
閣
待
制
︑

賜
金
帶
︑
因
其
任
︒
了
�
念
國
家
權
臣
相
繼
︑
內
擅
國
柄
︑
外
變
風

俗
︑
綱
常
淪
斁
︑
法
度
墮
弛
︑
貪
濁
在
位
︑
舉
事
�
蠹
︑
不
可
滌
µ
︒

�
應
詔
上
違
論
十
�
︑
乞
復
舊
典
以
頴
怨
�
：
一
曰
復
三
省
之
典
以

重
六
卿
︑
二
曰
復
二
府
之
典
以
集
眾
議
︑
三
曰
復
都
堂
之
典
以
重
省

府
︑
四
曰
復
侍
從
之
典
以
來
忠
吿
︑
五
曰
復
經
筵
之
典
以
熙
I
學
︑

六
曰
復
臺
諫
之
典
以
公
黜
陟
︑
七
曰
復
制
誥
之
典
以
謹
命
令
︑
八
曰

復
聽
言
之
典
以
&
下
�
︑
九
曰
復
三
衙
之
典
以
彊
�
威
︑
十
曰
復
制

閫
之
典
以
黜
私
$
︒
駅
列
萬
言
︑
先
引
故
實
︑
M
陳
時
�
︑
分
別
利

�
︑
粲
若
白
黑
︒
上
讀
之
感
動
︑
卽
於
經
筵
舉
之
成
誦
︒
其
後
︑
舊

典
皆
復
其
初
︒

(27
)

而
目
�
�
甚
G
者
︑
先
以
祖
宗
舊
典
言
之
︑
大
抵
始
變
於
煕
寧
︑

不
盡
復
於
元
祐
︑
而
大
壞
於
崇
︑
觀
以
後
︑
收
拾
於
炎
︑
興
之
初
︑

�
備
於
乾
︑
淳
︑
紹
煕
之
閒
︑
而
印
壞
於
慶
元
︑
泰
︑
禧
以
後
︑
今

陛
下
始
親
政
事
︑
登
籲
衆
俊
︑
弼
輔
丞
疑
之
^
︑
言
語
侍
從
之
臣
︑

下
�
百
司
︑
曠
然
丕
變
︑
失
此
時
而
不
復
舊
典
︑
則
將
日
逺
日
忘
︑

孰
爲
可
�
之
時
乎
︒

(28
)

臣
每
惟
國
�
極
盛
之
時
︑
莫
過
於
元
祐
︒
曩
者
陛
下
卽
位
之
初
︑

臣
嘗
以
元
祐
元
年
一
時
人
物
之
盛
︑
爲
陛
下
言
之
︒
是
時
宰
相
則
司

馬
光
︑
�
彥
 
︑
吕
公
著
︑
政
府
則
吕
大
防
︑
韓
維
︑
劉
摯
︑
范
純

仁
︑
臺
諫
蘇
轍
︑
孫
覺
︑
梁
燾
︑
范
祖
禹
︑
鮮
于
侁
︑
朱
光
庭
︑
傅

堯
俞
︑
吕
陶
︑
�
苑
則
蘇
軾
︑
詞
掖
則
范
百
祿
︑
曾
£
︑
劉
攽
︑
蘇

轍
︑
經
筵
T
讀
官
則
傅
堯
俞
︑
韓
維
︑
范
祖
禹
︑
趙
彥
若
︑
說
書
則

¤
頥
︒
以
元
年
例
之
︑
蓋
二
年
以
後
︑
大
抵
皆
然
︑
臣
不
復
悉
數
︑

臣
開
陳
至
此
︑
陛
下
玉
¥
宣
諭
云
：﹁
元
祐
人
才
如
此
︒
﹂
臣
思
面
奏
︑

此
今
日
用
人
之
法
︑
蓋
因
用
一
司
馬
光
爲
相
︑
§
�
如
許
人
才
引
類

而
至
︒
且
未
聞
其
他
︑
只
如
蘇
軾
在
�
苑
︑
¤
頥
在
經
筵
︑
如
此
等

類
︑
斷
斷
不
可
易
︑
陛
下
再
三
頷
之
︒

(29
)

同
樣
な
表
現
は
﹃
鶴
山
先
生
大
Ð
�
集
﹄
に
散
見
す
る
が
︑
そ
の

一
例
と
し
て
卷
一
六
﹁
論
除
¹
之
閒
公
聽
竝
觀
如
元
祐
用
人
﹂
の
一
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¯
﹁
然
而
�
謂
元
祐
諸
賢
之
盛
︑
則
非
借
才
於
衣
代
也
︒
�
作
怨
觀

感
之
實
德
︑
�
丁
寜
惻
隱
之
眞
$
︑
故
數
D
之
閒
︑
精
采
頗
衣
乃
爾
︒

雖
然
此
特
元
祐
初
年
也
︑
七
八
年
閒
︑
大
抵
若
此
︒
其
閒
�
亭
旣
入
︑

雖
若
稍
不
�
初
︑
然
正
論
卒
"
︒
世
號
宣
仁
爲
女
�
中
堯
舜
︑
寜
不

信
然
︒
臣
愚
欲
�
陛
下
試
取
臣
言
︑
參
稽


册
︑
內
以
稟
承
慈
訓
︑

外
以
申
命
大
臣
︑
自
今
除
¹
之
閒
︑
公
聽
竝
觀
︑
如
元
祐
用
人
︑
使

才
器
分
量
無
一
不
當
其
位
︑
則
實
$
�
孚
︑
善
類
皆
爲
時
而
出
﹂
と

述
べ
る
︒

(30
)

國
�
沿
�
舊
制
︑
分
置
三
省
︑
中
書
取
旨
︑
門
下
審

︑
尙
書
施

行
︑
凡
內
影
�
書
,
四
方
違
奏
至
門
下
中
書
省
者
︑
®
�
尙
書
省
︑

尙
書
下
六
曹
︑
六
曹
付
諸
案
︑
關
㑹
¯
目
旣
備
︑
則
以
上
尙
書
省
︑

�
中
書
取
旨
︑
旣
得
旨
︑
印
以
�
門
下
省
審

︑
迨
其
畫
可
︑
然
後

´
錄
︑
下
尙
書
省
︑
尙
書
復
下
六
曹
施
行
︒
三
省
躰
瓜
大
抵
如
此
︒

若
謂
其
迂
回
︑
則
如
元
祐
以
後
µ
中
書
門
下
爲
一
可
也
︒
而
煕
寜
宰

相
王
安
石
乃
特
置
中
省
檢
正
︑
以
分
三
省
官
屬
之
權
︑
至
元
豐
︑
印

以
左
右
司
代
之
︒
是
端
一
開
︑
凡
權
在
大
臣
︑
則
宰
掾
�
爲
竊
弄
威

柄
之
地
︒

な
お
︑
南
宋
の
皇
�
や
多
く
の
士
大
夫
が
仁
宗
!
の
﹁
嘉
祐
﹂︑

哲
宗
!
の
﹁
元
祐
﹂
を
理
想
の
時
代
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
に
つ

い
て
は
曹
家
齊
﹁
趙
宋
當
�
盛
世
說
之
+
就
,
其
影
�

︱
│
宋
�

“
祖
宗
家
法
”
與
“
嘉
祐
之
治
”
怨
論
︱
│
﹂
(﹃
中
國


硏
究
﹄
二

〇
〇
七
年
第
四
!
)
參
照
︒

(31
)

國
�
倣
�
舊
制
︑
三
省
密
院
分
職
¹
任
︑
各
班
奏
事
︑
事
�
大
者
︑

始
得
同
e
︒
故
�
中
書
e
擬
︑
�
宻
院
e
擬
︑
�
三
省
e
擬
︑
三
省

密
院
同
e
擬
︒
(中
略
)
中
興
省
官
︑
º
至
五
六
︑
秦
檜
專
國
︑
則

兩
府
之
貳
各
一
︑
慶
元
初
︑
韓
侂
胄
嘗
欲
自
爲
樞
密
︑
或
吿
以
事
權

不
專
︑
反
不
若
辭
名
居
實
︑
則
無
不
瓜
︒
久
之
︑
監
惠
民
藥
局
夏
允

中
E
合
風
指
︑
引
王
旦
・
呂
夷
鯵
・
�
彥
 
故
事
︑
円
�
違
軍
國
事

之
策
︑
執
政
譁
然
不
�
︑
此
議
中
輟
︒
後
數
年
卒
行
之
︑
然
是
時
二

府
�
宰
相
︑
�
執
政
官
也
︒
迨
嘉
定
而
後
︑
以
相
»
樞
︑
印
合
而
爲

一
︒

(32
)

朱
瑞
煕
﹃
中
國
政
治
制
度
&



第
六
卷
宋


﹄
(人
民
出
版
社
)

一
三
四
～
一
三
八
頁
參
照
︒

(33
)

國
�
盛
時
︑
以
尙
書
爲
外
省
︑
>
四
方
訟
牒
︑
置
政
事
堂
於
禁
中
︑

爲
宰
執
聚
㑹
之
地
︑
凡
�
司
之
公
見
︑
府


之
m
書
︑
®
合
堂
同
席
︑

僉
議
衆
决
日
下
畫
數
刻
︑
鳴
鐘
㑹
食
︑
排
馬
歸
第
︒
然
百
年
之
閒
︑

未
円
私
第
︑
º
僦
民
居
︑
徃
徃
½
城
回
逺
︒
則
出
省
之
後
︑
f
持
�

書
︑
走
諸
第
︑
®
多
稽
遲
︑
或
至
漏
泄
︒
神
宗
皇
�
病
其
若
此
︑
度

地
于
關
之
西
南
爲
東
西
︑
而
二
府
各
四
位
︑
將
以
嚴
謹
事
機
也
︒
然

而
連
牆
接
畛
︑
謦
咳
相
聞
︑
則
怙
權
營
私
之
相
︑
多
謂
不
§
︒
是
以

偃
然
私
第
︑
不
恤
同
列
︑
蔡
京
以
來
相
承
皆
爾
︒

(34
)

拙
稿
﹁
宋
代
�
政
治
空
閒
：
皇
�
與
臣
僚
%
液
方
式
�
變
�
﹂

(﹃
基
�
與
變
奏

七
至
二
十
世
紀
�
中
國
﹄
國
立
政
治
大
學
歷


學

系
等
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
)
參
照
︒
こ
の
條
の
﹁
貼
黃
﹂
に
お
い

て
︑
專
權
宰
相
宅
の
�
の
c
觀
な
ど
が
宰
相
と
の
謁
見
の
待
ち
合
わ

せ
場
�
と
な
り
︑
賄
賂
の
Ï
り
取
り
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

る
︒
さ
ら
に


彌
b
の
時
代
に
は
母
親
を
弔
う
た
め
に
円
て
た
"
州

の
﹁
大
慈
寺
﹂
が
︑


彌
b
が
財
を
築
く
た
め
の
場
�
と
し
て
利
用

さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る

(﹁
臣
º
見
韓
侂
冑
鼎
貴
時
︑
以
天
慶

觀
爲
�
士
候
謁
商
賄
之
地
︑
�
三
五
日
不
得
見
者
︒
至
於

世
︑
則
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c
旁
之
菴
寮
實
爲
候
謁
之
地
︑
四
"
之
大
慈
寺
實
爲
取
財
之
媒
︑
故

士
稍
知
廉
耻
者
決
不
肯
+
乎
其
閒
︒﹂︒
)

(35
)

國
�
侍
從
之
官
︑
自
大
觀
�
至
待
制
︑
非
一
職
也
︒
而
責
之
論
思

獻
\
︑
其
$
則
同
︒
給
事
・
中
舍
封
駮
已
行
之
令
︑
中
丞
・
諫
議
以

言
爲
官
︑
此
不
待
論
︒
而
�
林
學
士
・
六
曹
長
貳
雖
非
言
責
︑
亦
未

嘗
不
因
事
獻
言
也
︒
煕
寕
詔
書
︑
責
從
臣
之
不
言
︒
司
馬
光
辭
副
樞
︑

亦
曰
侍
從
之
臣
於
事
無
不
可
言
︒
是
以
立
[
副
︑
正
宫
闈
︑
議
濮
園
︑

爭
怨
法
︑
辨
河
防
︑
論
邊
事
︑
莫
非
侍
從
之
臣
_
辯
而
衆
决
︒
南
渡

以
後
︑
此
風
未
泯
也
︒
⁝
⁝
慶
元
二
年
以
後
︑
士
氣
頓
索
︑
|
成
喑

啞
︒
一
日
侂
胄
唱
爲
開
邊
之
議
︑
惟
徐
邦
憲
自
處
州
召
U
︑
力
陳
彌

兵
之
說
︑
�
奏
暮
黜
︒
臺
官
徐
柟
從
而
抨
之
︑
執
政
如
錢
象
祖
繼
以

議
論
謫
信
州
居
�
︑
此
皆
臣
�
目
擊
︒
臣
雖
不
足
數
︑
亦
嘗
�
言
於

二
臣
之
先
︒
嗚
呼
︑
國
之
大
事
︑
而
此
三
人
之
外
︑
Ç
無
一
人
言
者
︒

⁝
⁝
嘉
定
以
來
︑
號
爲
Ç
�
︑
不
此
之
監
︑
抑
印
甚
焉
︒
至
使
士
大

夫
謿
侮
︑
�
謂
侍
從
之
臣
無
論
思
︑
而
�
獻
\
︑
獻
\
云
者
︑
譏
其

以
貨
取
也
︒

(36
)

國
�
經
筵
之
制
︑
雖
Ñ
於
國
初
︑
而
歲
增
D
益
︑
至
中
葉
而
益
備
︒

其
�
�
之
當
入
︑
如
晏
殊
・
冨
弼
・
孫
奭
・
范
鎭
・
李
淑
・
宋
�
・

歐
陽
脩
・
司
馬
光
・
吕
公
著
・
劉
敞
・
蘇
軾
之
儔
︑
此
不
待
贅
贊
︑

亦
未
容
殫
舉
︑
此
外
印
�
當
世
名
儒
而
身
隱
秩
卑
︑
則
不
問
其
�
歷
︑

必
師
席
以
處
之
︑
不
憚
其
難
致
︑
必
盡
禮
以
_
之
︒
⁝
⁝
然
而
人
�

�
時
而
不
自
爲
政
︑
則
宰
相
®
以
素
�
親
狎
而
信
任
者
閏
其
數
︑
蓋

慮
T
官
夛
陳
古
誼
︑
則
必
非
時
政
︑
人
�
多
知
經


︑
則
必
䟽
小
人
︒

此
殆
與
仇
士
良
固
寵
之
謀
如
出
一
軌
︒
不
知
此
䓁
職
事
︑
非
嘗
從
事

於
學
者
︑
何
可
強
而
能
︒
⁝
⁝
今
乃
在
殊
・
弼
・
脩
・
光
・
頥
・

焞
・
熹
・
栻
之
^
︑
則
其
玩
歲
愒
日
︑
徒
爲
具
�
以
à
陛
下
T
學
之

功
者
︑
從
可
知
矣
︒

(37
)

人
君
動
息
之
地
︑
曰
內
�
︑
曰
外
�
︑
曰
經
筵
三
者
而
已
︒

(
秦
)
檜
旣
結
內
侍
,
醫
師
王
繼
先
闖
上
á
旨
於
內
�
矣
︒
執
政
・

臺
諫
皆
用
私
人
︑
則
印
�
彌
â
於
外
�
矣
︒
獨
經
筵
之
地
︑
乃
人
�

親

儒
生
之
時
︑
印
慮
其
�
�
�
潤
其
閒
︑
於
是
除
言
路
者
︑
必
與

經
筵
以
察
人
�
之
動
息
・
T
官
之
e
說
︑
甚
而
以
其
子
熺
»
侍
讀
︑

一
以
行
其
私
而
已
︒

(38
)

『
�
治
&
鑑
﹄
卷
二
四
七
︑
�
武
宗
會
昌
三
年

(
八
四
三
年
)
五

D
の
條
︒
癸
酉
︒
仇
士
良
以
左
衞
上
將
軍
內
侍
監
致
仕
︒
其
黨
�
歸

私
第
︑
士
良
敎
以
固
權
寵
之
ã
曰
：
﹁
天
子
不
可
令
閑
︑
常
宜
以
奢

靡
娛
其
耳
目
︑
使
日
怨
D
盛
︑
無
暇
Ç
,
它
事
︑
然
後
吾
輩
可
以
得

志
︒
愼
勿
使
之
讀
書
︑
親

儒
生
︑
彼
見
�
代
興
æ
︑
心
知
憂
懼
︑

則
吾
輩
踈
斥
矣
︒﹂
其
黨
拜
謝
而
去
︒

(39
)

國
�
臺
諫
官
之
制
︑
�
居
未
嘗
相
見
︑
論
事
不
相
爲
謀
︑
雖
於
長

官
︑
亦
無
關
白
︑
故
臺
臣
論
事
︑
諫
官
不
以
爲
然
︑
諫
官
論
事
︑
而

臺
臣
以
不
言
罷
者
︑
時
時
�
之
︒
至
靖
康
閒
︑
李
光
・
馮
澥
之
爭
︑

º
存
此
$
︒
中
興
以
來
︑
臺
諫
官
�
居
︑
别
爲
六
宅
︑
而
合
爲
一
門
︑

得
以
è
牆
徃
來
︑
大
戾
故
典
︒
蓋
先
�
臺
諫
�
以
未
嘗
%
接
者
︑
欲

其
各
盡
己
見
︑
不
相
爲
謀
︒
自
秦
檜
專
政
︑
臺
諫
除
¹
︑
悉
由
宻
Ñ
︑

風
之
以
彈
擊
執
政
而
補
其
䖏
︑
緫
號
臺
諫
︑
職
分
無
别
︑
故
顯
爲
@

比
︑
而
人
不
以
爲
衣
︒
⁝
⁝
侂
胄
踵
秦
之
轍
︑
如
出
一
軌
︒
自
先
�

初
政
︑
吴
獵
與
刘
德
秀
同
入
臺
︑
一
薰
一
蕕
︑
命
自
中
出
︑
人
已
知

事
勢
之
衣
︑
重
以
韓
氏
日
盛
︑
接
助
德
秀
︑
同
時
善
類
︑
一
網
打
盡
︒

由
是
臺
諫
皆
用
私
人
︑
或
"
示
風
指
︑
或
E
合
時
$
︑
公
論
拂
鬱
︑
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�
綱
紛
擾
︒
⁝
⁝
其
後
凡
除
¹
臺
諫
︑
必
先
!
L
見
︑
餉
以
酒
肴
︑

,
論
事
之
時
︑
印
以
尺
鯵
徃
復
︑
先
繳
Ð
藁
︑
是
則
聽
之
︑
否
則
易

之
︒
M
序
官
職
之
崇
卑
︑
挨
排
日
分
之
先
後
︑
兌
易
Ç
奄
︑
®
至
D

末
︑
風
者
不
以
爲
怪
︑
論
者
不
以
爲
恥
︒
,
其
後
也
︑
臺
諫
語
人
必

曰
︑

來
�
字
︑
皆
是
府
第
付
出
︒
臣
始
疑
之
︑
一
日
李
知
孝
爲
臣

言
曰
︑
昨
�
論
洪
咨
䕫
・
胡
夢
昱
︑
乃
府
第
付
岀
Ð
�
︒
審
如
諸
人

之
言
︑
則
印
出
於
m
藳
之
外
︑
故
人
謂
臺
諫
爲
鷹
犬
之
不
若
︒

(40
)

南
宋
の
言
官
の
問
題
に
つ
い
て
は
多
く
の
硏
究
成
果
が
出
さ
れ
て

い
る
が
︑
代
表
�
な
も
の
と
し
て
劉
子
永
﹁
南
宋
君
�
和
言
官
﹂

(﹃
兩
宋


硏
究
彙
�
﹄︑
聯
經
出
版
︑
一
九
八
七
年
)
を
あ
げ
て
お

く
︒

(41
)

國
�
尙
倣
�
代
制
誥
之
^
︑
名
號
紛
紛
︑
不
可
殫
述
︒
大
抵
內
制

之
臣
︑
自
大
詔
令
・
外
國
書
許
令
e
草
之
外
︑
凡
册
拜
之
事
︑
召
入

面
諭
︑
�
當
奏
稟
︑
則
君
臣
之
閒
Ç
相
可
否
︑
旋
爲
增
損
︑
以
合
舊

制
︒
乘
輿
行
幸
︑
則
侍
從
以
備
]
問
︑
�
L
對
則
不
ð
班
︑
�
奏
則

事
用
榜
子
︑
關
白
三
省
密
院
︑
則
合
用
諮
報
而
不
名
︒
�
以
號
曰
內

相
者
︑
得
與
人
�
上
下
古
今
︑
宣
猷
出
令
︑
其
重
蓋
如
此
︒
外
制
之

臣
︑
分
治
六
ñ
︑
掌
行
命
令
︑
隨
ñ
當
制
︒
凡
事
�
失
當
︑
得
以
論

奏
封
駮
︒
每
旦
詣
省
︑
卽
紫
á
閣
下
草
制
︑
俟
宰
執
出
堂
︑
始
得
下

直
︒
⁝
⁝
故
事
︑
百
官
除
¹
未
�
不
>
吿
而
後
供
職
︒
雖
ó
命
贈
禭

之
制
︑
亦
不
踰
日
也
︒
自
中
興
多
故
︑
始
�
不
候
>
吿
先
M
供
職
之

命
︒
因
循
日
久
︑
|
爲
故
常
︑
大
失
命
官
之
初
$
︒
迨
四
十
年
來
︑

則
事
日
益
衣
︑
而
其
大
-
則
內
制
失
之
先
︑
外
制
失
之
後
︑
凡
皆
牽

制
於
柄
臣
︑
而
不
得
施
其
爲
︒
⁝
⁝
至
於

歲
︑
印
非
�
比
︑
徃
徃

两
學
士
各
爲
一
制
︑
或
經
宰
相
塗
改
︑
取
其
一
爲
宣
布
︑
裁
其
一
爲

答
詔
︑
相
承
旣
久
︑
而
人
不
爲
衣
︒
此
內
制
失
之
先
也
︒
其
爲
外
制

者
︑
旣
得
詞
頭
︑
旋
营
假
手
︑
臣
�
見
於
泰
・
禧
者
︑
º
�
五
日
十

日
之
限
︑
至
於

歲
︑
愆
!
已
甚
︑
凡
在
邇
列
︑
º
至
V
D
»
旬
而

後
>
吿
︑
外
之
監
司
・
帥
守
︑
則
�
已
,
一
考
而
º
帶
怨
除
者
︒

(42
)

山
本
隆
義
﹃
中
國
政
治
制
度
の
硏
究
﹄
第
一
〇
違
﹁
宋
代
﹂
(同

@
社
︑
一
九
六
八
年
)
參
照
︒

(43
)

呂
中
﹃
皇
�
中
興
大
事
記
﹄
卷
一
﹁
再
除
給
舍
﹂
參
照
︒

(44
)

祖
宗
盛
時
︑
>
�
决
事
︑
或
至
日
午
︒
其
�
奏
事
已
久
︑
餘
班
不

能
悉
引
︑
則
命
太
官
卽
殿
廬
賜
食
︑
或
輔
臣
未
o
︑
亦
賜
食
殿
門
︑

食
巳
再
坐
︑
復
引
餘
班
︒
仁
宗
之
初
︑
群
臣
引
對
至
十
九
班
而
未
厭
︒

其
後
�
殿
奏
事
不
過
五
班
︑
仍
詔
辰
時
以
�
常
留
一
班
︑
以
待
御



諫
官
之
L
對
者
︑
纍
�
相
承
︑
®
用
此
c
︒
⁝
⁝
自
秦
・
韓
柄
國
︑

視
神
氣
如
奩
篋
中
物
︑
占
吝
把
握
︑
惟
懼
人
之
�
言
︑
雖
日
引
二
班
︑

º
多
ð
下
︑
每
�
奏
對
︑
®
蓋
辰
初
︒
號
爲

侍
之
官
︑
未
嘗
獲
侍

宴
閒
︑
從
容
獻
\
︑
欲
陳
己
見
︑
先
白
閤
門
︒
雖
以
經
筵
T
讀
之
官
︑

º
先
!
問
�
無
奏
事
︒
二


雖
聽
直
�
︑
亦
關
閤
門
︑
乃
敢
e
對
︒

其
在
二
班
之
數
者
︑
則
印
姑
爲
具
�
︑
以
求
苟
免
︒
職
事
官
或
當
輪

對
︑
非
以
�
除
爲
辭
︑
必
以
託
疾
在
吿
︒
夫
�
謂
脩
德
︑
�
謂
T
學
︑

此
古
者
大
臣
格
君
之
-
義
︑
今
Ç
相
吿
語
曰
︑
第
言
脩
德
T
學
︑
則

號
爲
正
大
︑
實
無
拂
於
時
政
︑
第
攻
上
身
︑
則
外
示
訐
直
︑
實
無
忤

於
時
宰
︒
嗚
呼
︑
士
氣
之
壞
︑
一
至
於
此
︒

(45
)

仁
宗
�
に
﹁
五
班
﹂
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
﹁
宋
代
の

政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
︱
︱
對
と
議
︱
︱
﹂
(﹃
宋
代
政
治
*
+
硏

究
﹄︑
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
二
年
)
參
照
︒

(46
)

南
宋
の
﹁
閤
門
司
﹂
の
官
僚
が
皇
�
と
官
僚
閒
の
�
書
の
Ï
り
取
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り
に
介
在
す
る
形
で
大
き
な
力
を
�
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
�
本
猛

﹁
武
臣
の
淸
-

︱
︱
南
宋
孝
宗
�
の
政
治
狀
況
と
閤
門
舍
人
﹂
(﹃
東

洋


硏
究
﹄
第
六
三
卷
第
一
號
︑
二
○
○
四
年
)
參
照
︒

(47
)

理
宗
が
卽
位
し
た
直
後
の
寶
慶
元
年

(一
二
二
五
)
四
D
に
出
さ

れ
た
﹁
直
�
奏
六
未
喩
,
%
正
二
論
﹂
(﹃
鶴
山
先
生
大
Ð
�
集
﹄
卷

十
七
)
に
お
い
て
も
同
樣
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
こ
の
中
で
は
寧

宗
末
か
ら
理
宗
卽
位
直
後
の
御
�
會
議
の
樣
子
が
端
�
に
示
さ
れ
る
︒

﹁
嘗
詔
侍
從
︑
兩
省
︑
臺
諫
︑
卿
監
︑
郞
官
︑
日
輪
一
員
面
對
︒
$

雖
甚
美
︑
然
踐
祚
纍
D
︑
方
聞
詔
旨
︒
詔
旨
至
今
︑
印
數
D
矣
︑
而

對
者
@
,
十
餘
︒
蓋
由
一
旬
之
閒
︑
雙
日
不
坐
︑
御
殿
之
日
︑
止
引

一
班
︑
故
對
羣
臣
之
時
稀
踈
寥
闊
︒
若
謂
恭
嘿
不
言
︑
則
§
�
T
殿
︑

固
如
�
日
︒
奚
獨
於
求
言
聽
言
而
用
其
鯵
也
？
祖
宗
盛
時
︑
>
�
决

事
︑
或
至
日
中
︑
不
遑
暇
食
︑
o
食
之
後
︑
再
坐
引
對
︑
或
當
假
寜
︑

º
御
§
殿
︑
或
引
至
四
五
班
︑
不
以
爲
憚
︒
臣
侍
先
�
殿
坳
#
一
年
︑

是
時
將
倦
于
勤
︑
º
日
御
�
後
殿
︑
班
引
至
再
︑
和
顏
屈
己
︑
靡
�

厭
斁
︑
此
陛
下
之
�
親
見
也
︒
今
始
初
淸
"
︑
]
在
廷
百
執
事
且
不

得
數
�
下
風
︑
則
凡
見
辭
奏
事
封
違
扣
匭
Ç
無
由
至
�
︒﹂

(48
)

｢貼
黃
﹂
部
分
で
は
﹁
集
議
﹂
の
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
︑
集
議
は

官
僚
が
$
見
を
出
し
合
う
場
で
は
な
く
︑
專
權
宰
相
の
$
向
を
そ
の

ま
ま
>
け
る
場
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒

(49
)

呂
中
﹃
皇
�
中
興
大
事
記
﹄
卷
二
﹁
復
令
百
官
輪
對
﹂
參
照
︒

(50
)

國
�
三
衙
之
制
︑
自
藝
祖
開
基
︑
監
觀
�
代
︑
擇
腹
心
之
臣
︑
以

掌
禁
旅
︑
爲
數
凡
十
餘
萬
︑
�
以
強
幹
¶
荏
︑
藩
王
室
︑
重
京
師
之

-
c
也
︒
中
葉
以
影
︑
|
爲
驕
惰
︑
至
崇
・
觀
而
滋
甚
︒
高
俅
以
恩

被
ù
︑
則
紀
律
盡
弛
︑
@
存
三
萬
人
︒
靖
康
之
禍
︑
京
師
û
¶
︑
夷

狄
慿
陵
︑
蓋
基
於
此
︒
中
興
以
來
︑
首
監
�
轍
︑
旣
嚴
其
^
︑
印
謹

�
操
︒
雖
艱
難
多
故
之
時
︑
而
辛
企
宗
・
王
瑗
之
驕
蹇
︑
不
廢
典
𠛬
︒

⁝
⁝
大
抵
慶
元
以
來
之
�
用
︑
皆
報
私
恩
︑
固
權
勢
︒
嘉
定
以
來
之

�
用
︑
皆
以
供
厮
役
︑
征
賄
賂
︑
甚
失
祖
宗
居
重
御
輕
之
$
︒

(51
)

魏
了
�
﹃
鶴
山
先
生
大
Ð
�
集
﹄
卷
一
九
﹁
被
召
除
¹
禮
部
尙
書

內
引
奏
事
第
五
劄
﹂
に
お
い
て
は
三
衙
の
兵
の
減
少
に
加
え
て
︑
都

か
ら
周
邊
︑
さ
ら
に
は
�
線
へ
の
配
置
に
よ
っ
て
都
の
防
備
が
空
洞

�
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒

(52
)

國
初
首
創
�
末
五
代
之
�
︑
以
牧
守
易
藩
鎭
︑
以
詩
書
易
干
戈
︒

百
年
之
閒
︑
雖
閒
�
疆
埸
之
�
︑
而
絕
無
蕭
墻
之
患
︑
則
以
國
勢
雖

¶
︑
而
民
心
不
摇
︑
蓋
I
祖
神
宗
立
綱
常
︑
厚
倫
理
︑
以
端
本
澄
源

於
上
︑
先
正
大
老
别
賢
侫
︑
"
義
利
︑
以
�
經
陳
紀
於
下
︑
不
聚
歛

以
撥
根
本
︑
不
黷
武
以
Ñ
戎
姦
︒
立
國
之
規
若
此
︑
其
形
雖
¶
︑
其

本
則
強
︒
然
而
爲
柄
臣
者
窺
見
罅
隙
︑
必
挾
和
戰
二
字
以
爲
招
權
固

位
之
計
︒
王
安
石
得
政
︑
首
以
冨
國
強
兵
自
任
︑
於
是
置
旁
&
�
以

恱
上
$
︑
分
三
司
使
權
以
歸
�
廷
︒
府
庫
旣
閏
︑
Ï
其
醜
類
南
征
西

伐
︑
勞
人
費
財
︑
以
奉
空
虗
之
地
︑
張
皇
㨗
¥
︑
掩
!
敗
報
︑
以
欺

人
�
︑
卒
之
䘮
師
失
律
︑
震
驚
乘
輿
︒

(53
)

且
哲
宗
皇
�
自
元
豐
八
年
之
春
︑
至
元
祐
九
年
之
夏
改
元
紹
I
︑

凡
靜
觀
十
年
而
後
親
政
︒
臣
�
�
舉
元
祐
人
才
之
盛
︑
其
實
宣
仁
I

烈
皇
后
之
爲
也
︒
其
自
改
元
而
後
︑
則
反
不
�
�
︒
是
時
范
祖
禹
固

嘗
�
言
︑
曰
：﹁
方
今
親
政
︑
乃
宋
室
隆
替
之
本
︑
社
稷
安
危
之
基
︑

天
下
治
亂
之
端
︑
生
民
休
戚
之
始
︑
君
子
小
人
e
o


長
之
際
︑
天

命
人
心
去
就
離
合
之
時
也
︒

(54
)

『鶴
山
先
生
大
Ð
�
集
﹄
卷
一
九
﹁
﹁
被
召
除
¹
禮
部
尙
書
內
引
奏
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事
第
二
劄
﹂
卷
二
〇
﹁
奏
乞
收
回
保
Ð
故
相


彌
b
御
筆
﹂︑﹁
奏
乞

將
趙
汝
愚
配
(
寧
宗
T
廷
第
一
箚
﹂
に
お
い
て
は
理
宗
親
政
開
始
に

お
い
て
任
用
さ
れ
た
二
人
の
宰
相
喬
行
鯵
と
)
淸
之
の
二
つ
の
勢
力

が
互
い
に
爭
い
︑
ま
た
故
相


彌
b
の
勢
力
が
依
然
と
し
て
強
く

殘
っ
て
い
る
こ
と
が
た
び
た
び
述
べ
ら
れ
る
︒

(55
)

御
筆
手
詔
の
問
題
に
つ
い
て
の
私
見
は
拙
稿
﹁
宋
代
�
政
治
空

閒
：
皇
�
與
臣
僚
%
液
方
式
�
變
�
﹂
(﹃
基
�
與
變
奏

七
至
二
十

世
紀
�
中
國
﹄
國
立
政
治
大
學
歷


學
系
等
出
版
社
︑
二
〇
〇
八

年
)
參
照
︒
ま
た
︑
德
永
洋
介
氏
は
﹁
宋
代
の
御
筆
手
詔
﹂
(﹃
東
洋



硏
究
﹄
第
五
七
卷
第
三
號
︑
一
九
九
八
年
)
の
中
で
︑
御
筆
手
詔

が
︑
そ
の
後
の
北
宋
末
か
ら
南
宋
時
代
に
か
け
て
宋
代
の
�
書
シ
ス

テ
ム
の
根
幹
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
"
ら
か
に
し
た
︒
そ
し
て
︑
こ

の
制
度
に
つ
い
て
﹁
御
筆
制
度
も
こ
の
例
に
漏
れ
ず
現
れ
た
も
の
で
︑

宰
相
と
入
念
に
諮
っ
て
裁
斷
を
下
す
原
則
は
維
持
し
な
が
ら
も
︑
皇

�
が
六
部
以
下
の
行
政
機
關
を
直
接
指
h
す
る
體
制
に
先
鞭
を
付
け
︑

"
代
の
內
閣
や
司
禮
掌
印
太
監
に
繫
が
る
#
多
の
側
面
で
の
先
驅
�

な
役
割
を
果
た
し
た
$
義
は
看
過
で
き
な
い
﹂
と
述
べ
︑
"
代
の
內

閣
の
票
擬
シ
ス
テ
ム
の
先
鞭
を
な
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
︒
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In addition to the above considerations, I analyzed the reason why war would

be started and ended through ritual procedures rather than those of law, even

though the warfare was closely related to legitimate violence. The right of

command in the battlefield was not vested in the ruler himself. Military force was

to be authorized by the spirits of the previous rulers, the gods of the localities, and

Heaven. Therefore, the reigning ruler needed to perform the rituals in order to

confirm and emphasize his direct ties with those supernatural forces.

CHANGES IN POLITICAL SPACE DURING THE NORTHERN AND

SOUTHERN SONG DYNASTIES, USING THE YINGZHAOFENGSHI

應詔封事 OF WEI LIAOWENG 魏了# AS A CLUE

HIRATA Shigeki

While there is a view in the study of Song history that the Song period was an

age of absolute monarchy under which the emperors made final decisions on the

basis of the highly developed centralized bureaucracy, there is a contrasting view

that the period was one in which the chancellorʼs power was strengthened on

account of the successive emergence of increasingly authoritarian chancellors since

the late Northern Song period. These two conceptions differ in that the former

pays attention to macroscopic political changes, whereas the latter tries to conceive

political changes from a more microscopic viewpoint. In an attempt to show one

way to interpret those two conceptions in coherent fashion, this paper analyzes

changes in political space during the Northern and Southern Song dynasties,

specifically changes in the relationship between the emperor and bureaucrats as

well as changes in the method of policy making deeply related to imperial power,

primarily on the basis of the historical source known as the Yingzhaofengshi 應詔封

事 of Wei Liaoweng 魏了#. What follows is the result of this analysis.

In the Yingzhaofengshi, Wei Liaoweng conceived political changes in the Song

period as follows. He construed the development from the New Policies (xin fa)

Reform during the Xi Níng and Yuán Feng periods of the Northern Song to the

period of authoritarian chancellors ― Qin Hui, Han Tuozhou, and Shi Miyuan ― of

the Southern Song as a period of major changes. He characterized those changes

by the concentration of power in particular chancellors or a particular office related

to the chancellors and a corresponding weakening of functions such as Attendant 侍
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從, Censorate and Remonstrance Bureau 臺諫, Classics Colloquium 經筵, Proc-

lamation Drafting 制誥, and Following good advice 聽言 ; these changes resulted in

the weaker structural tie between the emperor and bureaucrats. In other words,

the reduction of the space, which the emperor was involved with, led to the

government of authoritarian chancellors of Southern Song.

It was changes in the Imperial Council in which those major changes were

manifested straightforwardly. The method of fenbanzoushi 分班奏事, under which

bureaucrats were divided into several groups to report to the emperor, was

designed to let the emperor hear opinions of many different bureaucrats. The

method of hebanzoushi 合班奏事, established by the Yuán Feng reform, under

which a single group of bureaucrats (The Three Departments and the Bureau of

Military Affairs 三省樞密院) reported to the emperor, led to the exclusion of other

bureaucrats and the reinforcement of the link between the emperor and the

chancellor, in particular, the relationship between the emperor and a particular

chancellor. In precisely the same period, in the late Northern Song the method of

“The Imperial Edict from the Emperor Himself” 御筆手詔 started to develop as a

method of policy making through the exchange of letters between the emperor and

his ministers. The method of “The Imperial Edict from the Emperor Himself”

changed the traditional paperwork processing led by Three Departments and Six

Ministries into decision-making between the emperor and his ministers.

Based on the above characterization, a cogent attempt at an interpretation of

the two opposing views given at the outset, i. e. the Song Dynasty as an absolute

monarchy and the strengthening of the chancellorʼs power, can be described as

follows. From a macroscopic viewpoint of the political system, there was no change

in the upper level of the system of absolute monarchy throughout the Northern and

Southern Song periods although there was a transition in the lower levels of the

political system from the centralized “Kaifeng System” of the Northern Song to the

decentralized “Hangzhou System” of the Southern Song. On the other hand, from a

microscopic viewpoint, changes occurred in the relationship between the emperor

and bureaucrats or the method of policy making involved with imperial power,

causing some parts of absolute monarchy to become dysfunctional and to bring

about the monopolization of power by a powerful chancellor.
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